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第１章 第３次小林市総合計画の考え方

１ 計画策定の趣旨

総合計画は、本市の基本理念である「小林市まちづくり基本条例」第 12条で、市の最

上位計画として策定が義務付けられているもので、同条例の内容を反映させ、その具現化

を図ることを目的としています。

令和７年度に第２次小林市総合計画が最終年度を迎えることから、総合的かつ計画的

な市政運営を図るため、新たに「第３次小林市総合計画」を策定することとします。

また、第２次小林市総合計画の計画期間を通じて、きずな協働体が全ての地域で設立さ

れるなど協働によるまちづくりが浸透したことから、第３次小林市総合計画においても

協働のまちづくりを継続して推進するとともに、今後更なる人口減少、少子高齢化の進行

を踏まえ、第３次小林市総合計画では地域も行政も持続可能となるように、持続可能性を

主たる基本方針として位置付けます。

２ 計画の構成

「第３次小林市総合計画」は、基本構想、基本計画、実施計画から構成されています。

地域社会の将来の目標及び目標達成のための基本的施策を定めた長期の計画です。

基本構想は地域社会を対象とした計画として、小林市総合計画等審議会で検証し、

その結果に基づき市民主体で見直します（対象：地域、策定主体：市民）。

基本構想に定めた将来の目標及び目標達成のための基本的施策のうち、行政の責

務を具体化した計画です。基本計画は行政を対象とした計画として、基本構想に基づ

き行政主体で市民のニーズを反映させて策定します。

原則として、総合計画に一体化することが可能な個別計画（第３期てなんど小林総

合戦略を含む。）は、一体化します（対象：行政、策定主体：行政）。

基本計画で定めた市の施策を具体的にどのように実施していくかを明らかにする

ための計画です。実施計画は予算と一体化した計画とします（対象：行政、策定主体：

行政）。

基本構想

基本計画

実施計画
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※地域 ここでは市域全体

※市民 市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で活動する事業者

及び団体

※行政 市の執行機関
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図表 総合計画の体系図

基本構想

基本計画    

（総合戦略） 

実施計画

小林市まちづくり基本条例

短期計画

中期計画

長期計画

１ まちづくりの基本理念

２ まちづくりの基本方針

将来都市像、持続可能性の取組

３ 施策の大綱

１ 財政運営の基本方針

２ リーディングプロジェクト

３ 基本施策

基本計画で示した基本施策を具現化

実施年度、期間目標、活動指標
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３ 計画期間

基本構想の計画期間は８年間とし、長期的な将来像を展望する計画とします（令和８年

度～令和 15 年度）。

基本計画の計画期間は、前期４年間（令和８年度～令和 11 年度）と後期４年間（令和

12 年度～令和 15 年度）とします。ただし、計画期間中であっても、社会経済環境の変化

に応じて柔軟に改定することとします。

実施計画の計画期間は３か年とし、予算と一体化した計画として、予算編成等に合わせ

て毎年度ローリングします。

図表 計画の期間

年度
Ｒ８

(2026)

Ｒ９

(2027)

Ｒ10

(2028)

Ｒ11

(2029)

Ｒ12

(2030)

Ｒ13

(2031)

Ｒ14

(2032)

Ｒ15

(2033)

基本構想

基本計画

実施計画

総合戦略

８年間

４年 ４年

令和８年度～令和 11 年度

第３期てなんど小林総合戦略

令和 12年度～令和 15 年度

第４期てなんど小林総合戦略

３年

３年

３年

３年

３年

３年
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第２章 市勢の概要

１ 位置・地勢・気候

本市は南九州の中央部及び宮崎県の南西部に位置し、北部は西米良村、熊本県多良木町、

熊本県あさぎり町、東部は綾町、宮崎市、南部は高原町、都城市、鹿児島県霧島市、西部

はえびの市と接しています。本市の南西部には霧島連山が、北部には九州山地の山岳が連

なり、緑豊かな森林や高原が開け、清らかな渓流美を誇る河川とその流域には優良農地が

広がり、ジオサイト（地質遺産）や温泉、湖沼等の個性的な地域資源も多数有しています。

豊かな自然環境は重要な自然遺産として評価され、「霧島ジオパーク(宮崎県、鹿児島県の

５市２町)」、「綾ユネスコエコパーク(宮崎県の２市２町１村)」に認定されています。ま

た、市内には 70 を超す湧水があり、大地と人々の生活に潤いを与えています。気候は、

夏は暑く、冬は冷え込む内陸型の温暖多雨地域に属しており、年平均気温は近年 16.9 度

であり、また、年降水量は近年 3,000mm を超えています。また、昼夜の気温差や夏と冬の

寒暖差が大きく、霧の発生が多い地域です。

２ 歴史・沿革

明治時代までに自然発生的に生まれた村は、明治 22（1889）年の市制・町村制の施行

により、全国一律に町村合併が断行されました。これに合わせて小林村、須木村、野尻村

の３村が誕生しました。

その後、小林村は大正元年に町制施行し小林町に、さらに昭和 25（1950）年には市制

施行し小林市となり、平成 18（2006）年に須木村と合併し新小林市となりました。野尻

村は昭和 23（1948）年に紙屋村が分村したものの昭和 30年に両村が再合併し野尻町とな

り、平成 22（2010）年に小林市と合併し、現在に至っています。

図表 合併の変遷
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図表 市の概要
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３ 交通

国道 221 号、国道 265 号、国道 268 号及び宮崎自動車道等の広域交通網が本市を中心

に放射状に整備されており、広域的に宮崎市、鹿児島市、熊本市等の地方中核都市や九州

自動車道、東九州自動車道、宮崎空港、鹿児島空港等と連絡しています。

また、鉄道は、日豊本線に接続する都城駅と、肥薩線に接続する吉松駅を結ぶ 61.6km

のＪＲ吉都線が市内を通っており、主に通学の手段として利用されています。

図表 小林市の広域交通網図
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第３章 本市を取り巻く状況

ア 総人口の推移

本市の総人口は、昭和 60（1985）年は 5.4 万人でしたが令和２（2020）年には約

１万人減の 4.4 万人となっています。これまでの動向としては、老年人口は増加傾向

にある一方で生産年齢人口、年少人口は減少し、更に令和元（2019）年からは、新型

コロナウイルスの影響などにより年少人口の減少が加速していると考えられます。

図表 総人口の推移（1980 年～2020 年）

（単位：年、人）

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

※人口数は、旧小林市、旧須木村、旧野尻町の人口を含む。

(１) 人口の現状

１ 人口の現状と将来展望（人口ビジョン）
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イ 総人口及び年齢３区分別の人口の将来推計

国立社会保障・人口問題研究所の令和５（2023）年推計によると、本市の人口は令

和 22（2040）年に 33,706 人になると推計されています。また、年齢３区分別人口は

次のとおり推計されています。

図表 総人口の将来推計

（単位：年、人）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

① 年少人口（15 歳未満）

継続的に減少し、昭和 60（1985）年の 1.2 万人から、令和２（2020）年の 0.5 万

人を経て、令和 22（2040）年には 0.3 万人になると見込まれます。

② 生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）

継続的に減少し、昭和 60（1985）年の 3.5 万人から、令和２（2020）年の 2.2 万

人を経て、令和 22（2040）年には 1.6 万人まで減少することが見込まれます。

③ 老年人口（65 歳以上）

現在まで増加が続いており、昭和 60（1985）年の 0.7 万人から、令和７（2025）

年の 1.6 万人をピークに減少へ転じ、令和 22（2040）年には約 1.4 万人となるこ

とが見込まれます。
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図表 年齢３区分人口の将来推計

（単位：年、人）

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

ウ 出生数・死亡数、転入数・転出数の推移

出生数・死亡数については平成 10(1998)年頃から死亡数が出生数を上回っていま

す。

転入・転出数については長らく転出超過傾向が続いており、生産年齢人口の減少要

因となっています。出産可能年齢人口の減少等の影響もあって出生数自体の減少が

続いていると考えられます。
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図表 出生数・死亡数の推移

（単位：年、人）

出典：総務省「国勢調査」

図表 転入数・転出数の推移

（単位：年、人）

出典：総務省「国勢調査」
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エ 年齢階級別純移動数

平成 22（2010）年以降の転入・転出について、年齢階級別の移動数については、各

年齢階級において、転出超過が続いています。特に生産年齢人口（15 歳～64 歳）の

転出（減少）が多くなっています。

図表 年齢階級別純移動数

（単位：年、人）

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」

オ 年齢階級別純移動数の時系列分析

昭和 55（1980）年から令和２（2020）年までおおむね同様の移動曲線を描いてお

り、同じ傾向が継続しています。全ての年代で「15～19 歳」から「20～24 歳」にか

けて大きく減少し、その後「20～24 歳」から「25～29 歳」にかけて増加に転じてい

ます。

本市の移動の傾向として、10 代後半から 20 代前半までの転出超過が著しく、進学

や就職に伴う市外への転出とその後のＵターンの少なさが大きな要因と考えられま

す。

一方、20代半ばから 30代前半までにかけてＵターンの期待できる層の転入超過は

縮小傾向にあり、生産年齢人口の減少を加速させています。
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図表 年齢階級別純移動数の時系列分析

（単位：年、人）

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」

カ 合計特殊出生率の推移

本市の合計特殊出生率の推移は、全国平均と同じように推移しており、平成 20

（2008）年以降は、全国平均、宮崎県平均を上回っているものの、人口規模を維持す

るために必要とされる水準とは大きな隔たりがあります。

図表 合計特殊出生率の推移

出典：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」
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キ 人口の変化が地域社会に与える影響

人口減少により地域社会に与える主な影響は次の事項が考えられます。

令和２(2020）年の国勢調査（従業地・通学地による人口・就業状態等集計）

によると、平成 27（2015）年から令和２（2020）年にかけて、市内の従業者数は

22,983 人から 1,495 人減少し、21,488 人となっています。

基幹産業である農業の就業者数は平成 27（2015）年（4,525 人）から令和２

（2020）年（3,755 人）にかけて 770 人減少し、そのうちほぼ半数の 1,769 人は

65 歳以上です。その他、医療・福祉分野の就業者も高齢化の傾向にあります。

産業の衰退や地域経済規模の縮小、それらに伴う雇用の減少により、更なる人

口流出を引き起こすことが懸念されます。

本市では「自然減」、「社会減」の状況が続いており、年少人口や生産年齢人口

の減少に伴う少子高齢化と人口減少が大きな課題であることは明らかです。

年少人口減少による教育活動等の制約、生産年齢人口減少に伴う地域の担い

手不足や活力低下、高齢化の進展に伴い必要とされる医療や介護分野の人材不

足が懸念されます。

○ 産業全般における労働者不足による生産力の低下

○ 地域購買力の低下による経済の縮小

○ 事業所や店舗の撤退

１ 産業への影響

○ 中山間地域での生活基盤（買物環境等）の低下

○ コミュニティ機能の衰退

○ 教育活動の制約

２ 住民生活への影響
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令和 32（2050）年には、老年人口が生産年齢人口とほぼ同じになると予想さ

れています。生産年齢人口の減少により地域の基幹産業の担い手不足や経済活

動の低下による税収の減少、老年人口の増加による医療費や社会保障費増加な

ど、本市の財政状況への影響が懸念されます。

人口減少緩和と地方創生を実現していくためには、出生率の向上や健康寿命の延伸に

よる自然動態の改善と、市外転出の抑制やＵＩJターンによる社会動態の改善により人口

減少を抑制することが必要です。

また、住民の生活環境の改善や、防災対策、地域活性化により地域の魅力を向上させ、

併せて関係人口・交流人口の創出に取り組む必要があります。

① 出生率の向上や健康寿命の延伸

② 市外転出の抑制やＵＩJターンによる社会動態の改善

③ 地域の魅力を向上

④ 関係人口・交流人口の創出

人口の将来展望を行うに当たり、本市の人口動向分析、将来人口の推計分析、合計特殊

出生率の推移及び人口減少対策の方向性から次のとおり仮定値を設定し、将来人口につ

いて令和 22（2040）年の人口を約 35,000 人、令和 42（2060）年の人口を約 26,000 人と

推計します。

(２) 人口減少対策の方向性

(３) 人口の将来展望

○ 税収の減少

○ 医療費や社会保障費の増大

３ 行財政運営への影響
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（自然増減に関する考え方）

○ 結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援により合計特殊出生率 1.76 を

現状維持すると仮定

○ 「健幸こばやし 21（第３次）」などの取組により健康寿命が延びると仮定

（社会増減に関する考え方）

○ 女性や若者に選ばれるまちづくりにより、若年層（15 歳～39 歳）の純移動

率が 10％改善されると仮定

図表 将来推計人口

（単位：年、人）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」、小林市

なお、年齢区分別男女別の人口構成を人口ピラミッドでみると、令和２（2020）年

はつぼ型に近い人口構成になっていましたが、今後、高齢者の中でも 75 歳以上の増

加、生産年齢人口と年少人口の減少が顕著になる見込みです。
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図表 人口ピラミッドの推移（人）

出典：総務省「国勢調査」、小林市
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本市の令和３年度の総生産は、1,338 億円（対前年度比 0.1％増）、産業別には、第１

次産業は約 168 億円（対前年度比 0.4％増）、第２次産業は 196 億円（対前年度比 7.1％

減）、第３次産業は 964 億円（対前年度比 1.3％増）となりました。

総産業に対する各産業の構成比は、第１次産業が 12.5％、第２次産業が 14.6％、第

３次産業が 72.1％となっています。

産業大分類別に見た従業者数は、従業者数が最も多いのは医療・福祉で、卸売業・小

売業、製造業、建設業、宿泊業・飲食サービス業と続いています。一方、事業所数でみ

ると、卸売業・小売業が最も多く、次いで宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス

業・娯楽業となっています。

令和３年度の人口１人当たりの市民所得は 2,339 千円でした。産業大分類別の売上高

構成比をみると、本市では「卸売業，小売業」が最も多く、「建設業」、「製造業」、「医

療，福祉」、「農林漁業」、「複合サービス事業」と続いています。

図表 市内総生産（2020 年）

(単位：百万円）

出典：小林市統計書
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図表 産業大分類別売上高構成比（2021 年）

出典：総務省・経済産業省：「経済センサス－活動調査」

図表 産業大分類別に見た従業者数（事業所単位）と事業所数（2021 年）

出典：総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」、総務省・経済産業省「経済構造

実態調査（産業横断調査）」

※本表はＲＥＳＡＳで作成しているが、集計処理上、「電気・ガス・熱供給・水道業」の

データは公表されていない。
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図表 市民所得

（単位：人、千円）

出典：宮崎県総合政策部統計調査課

※宮崎県「市町村民経済計算」に基づく。なお、県民経済計算は毎年、過年度分を遡及し

て推計し直しているが、市町村民経済計算の市町村民所得は当年度のみの推計で、遡及

改定を行っていないため、過年度分については、市町村の合計が最新の「令和３年度県

民経済計算」の数値とは一致しない。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

実数 対前年比 実数 対前年比 実数 対前年比

人口 44,034 43,670 △0.8% 43,103 △1.3%

就業者数 23,509 23,366 △0.6% 23,273 △0.4%

人口１人当たり

市民所得
2,364 2,255 △4.6% 2,339 3.7%
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第２部 基本構想

（2026 年～2033 年）
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＜基本構想の概要＞

基本構想は地域社会の将来の目標及び目標達成のための基本的施策を定めた計画です。

そのため、その実現には市民、地域、団体、企業、行政等本市に存する様々な主体が役割

を果たすことが不可欠です。

このことから、基本構想は地域社会を対象とした計画とします。

行政の責務については、基本計画で具体的に示すものとします。

基本構想の計画期間は、令和８年度から令和 15 年度までの８年間とします。

長期的な視点に立ち本市の将来の姿を展望し、その実現に向けての基本的な考え方を表

す、市政の総合的かつ計画的な経営指針となるものです。

基本構想については、小林市総合計画等審議会による検証結果において、第２次小林市総

合計画の基本構想が市民主体で策定されたものであり、本市の将来都市像を実現するため

に、引き続き取り組む必要がある基本的な方向性とされたことから、第２次小林市総合計画

の基本構想を継承することを基本としました。

策定方法としては、市民主体で見直すこととし、グループインタビューや市内の高校生を

対象としたワークショップ等を開催し、そこで出された多くの意見や社会情勢の変化も踏

まえ、行政で取りまとめました。

出された意見は、小林市総合計画等審議会に報告し、同審議会の意見を踏まえた内容を再

度行政で調整し、最終的には議会の議決を経て決定しました。

１ まちづくりの基本理念

２ まちづくりの基本方針

３ 施策の大綱

今回の総合計画で掲げる基本構想の実現に向けて、市民が取り組むことについては、広く

周知を図り展開をしていきます。行政が取り組むことについては、基本計画において、具体

的にその取組を示すこととします。

位置付け

計画期間

策定方法

構成

基本構想の実現に向けて
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第１章 まちづくりの基本理念

「小林市まちづくり基本条例」第２章により、「まちづくりの基本理念」を次のとおりと

します。「まちづくりの基本理念」とは、まちづくりを推進していく上で基本となる考え方

です。

～まちづくりの基本理念～

① まちづくりは、市民が主体であり、協働により行うものとする。

② まちづくりは、「基本的人権の尊重」の下、全ての市民が互いに助け合いながら暮ら

せるまちをめざして行うものとする。

③ まちづくりは、豊かな自然、資源を守り育て、全ての市民が希望を持ち、安心して暮

らせるまちをめざして行うものとする。

「小林市まちづくり基本条例」の冒頭の一文です。

「まちづくりは誰のものわたしのもの、あなたのもの、みんなのもの」

わたしたちの暮らす小林市は、南西部には霧島連山を、北部には九州山地を望み、山の

恵みを湛えた湧水などに恵まれた自然環境、人情味あふれる人々、地域性に富んだ多様な
たた

文化に育まれた愛すべきまちです。

さらに、全国でも有数の和牛生産をはじめとした畜産業、メロン・ぶどう・栗・露地野

菜などを生産する農業、豊富な森林資源を活用した林業、商工業との連携の中で発展して

きました。

これからも自然や文化、産業の調和を図りながら、市民が力を合わせて「ふるさと小林

市」を守り育てていかなければなりません。

また、社会環境の大きな変化や予測のできない自然災害の中でも、市民それぞれが自ら

生き抜く意志を持ち、お互いの助け合い・支え合いの心を持って、絆を育んでいくことが

必要です。

わたしたちは、子どもからお年寄りまでみんなが安心して健康で幸せに暮らしていけ

るまちをめざして、ひとり一人がまちづくりの主体であることを自覚し、互いに尊重しな

がら、協働によるまちづくりを推進するために、この条例を制定します。
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第２章 まちづくりの基本方針

本市の総合計画は、小林市まちづくり基本条例の「まちづくりの基本理念」をまちづくり

の基本となる考え方としています。

第２次小林市総合計画に掲げた将来都市像は、同様に同条例を具現化するものであり、小

林市が目指す姿として、多くの市民から共感されています。

コロナ禍等の社会情勢の変化や人口減少、少子高齢化がもたらす地域社会の変化の中、将

来にわたって地域も行政も持続可能となる取組を進めるためには、将来都市像の実現に向

けた更なる取組が必要です。

このため、第３次小林市総合計画においても、第２次小林市総合計画の将来都市像を継承

することとします。

１ 将来都市像

～みんなで一緒に 笑顔があふれる とても素晴らしいまち小林市を創造しましょう～

「みんな」は、市民、地域、団体、企業、行政及び本市を応援してくださる人々を意味し

ます。

「てなむ」は、「一緒に」という意味の西諸弁です。協働、助け合い、支え合い、触れ合

い、交流を意味します。

「笑顔あふれる」は、住んでいる人が生きがいを持ち健康で安心して幸せに生活できるこ

とで笑顔があふれ、本市を訪れる人々も“来てよかった”と笑顔があふれる、というような、

本市に関わる人々が笑顔になれる状態を意味します。

「じょじょんよかとこ」は、「とても素晴らしいところ」という意味の西諸弁です。住ん

でよいまち、来てよいまち、遊んでよいまち、自然や地域資源があふれるよいまち等、素晴

らしいことがあふれているまちを意味します。また、市民が我がまちを誇りに思う気持ちも

含みます。

この将来都市像は、「てなむ」＝「協働」して、市民が主役の、市民や本市を応援してく

ださる全ての人々と共にまちづくりを推進し、人々が健康であり笑顔で、「じょじょんよか

とこ」＝「地域・自然・文化・歴史等がきらきら輝くとても素晴らしいまち」を、オール小

林で実現させよう、ということを表現しています。

みんなでてなむ 笑顔あふれる じょじょんよかとこ 小林市
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２ 持続可能性の取組

本市の持続可能なまちづくりを推進する取組については、基本計画において具体的に

示すこととします。
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参考（「小林市まちづくり基本条例」抜粋）

第３章 市民の権利と責務

(中略)

(市民の責務)

第６条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いに尊重し、協力

してまちづくりを推進するよう努めるものとする。

２ 市民は、まちづくりに関する情報を積極的に得るよう努めるものとする。

３ 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つもの

とする。

４ 市民は、地域コミュニティの果たす役割を認識し、その活動に参加又は協力するよう

努めるものとする。

（中略）

第５章 市長等の責務

(市長の責務)

第９条 市長は市政の代表として、公正かつ誠実な市政運営を行うとともに、市民の意向

を適切に把握し、総合的かつ効果的なまちづくりの推進に努めなければならない。

２ 市長は、自らの考えを市民に明らかにするとともに、リーダーシップを最大限に発揮

してまちづくりに取り組まなければならない。

３ 市長は、市職員を適切に指揮監督し、人材を育成するとともに、効率的な組織の運営

に努めなければならない。

(市職員の責務)

第 10 条 市職員は全体の奉仕者として、市民のためにこの条例を遵守し、公正かつ誠実

に職務を遂行しなければならない。

２ 市職員は、職務遂行に必要な能力の向上に努め、市民に質の高い行政サービスの提供

を図り、市民の信頼を得るよう努めなければならない。

３ 市職員は、市民であることを自覚し、まちづくりに自主的かつ積極的に参加しなけれ

ばならない。
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第３章 施策の大綱

(１) まちづくりの目標

「にぎわい」分野のまちづくりの目標を次のように定めます。

～まちづくりの目標の考え方～

地域が持続的に発展するためには、雇用が創出され、市民の「所得」の向上も図られ、豊

かな地域資源を小林の人のやさしさ、温かさによる「おもてなし」の心で付加価値を高め活

用し、「情報発信・共有・交換」が積極的に行われ、「人が集まる」にぎわうまちにしたいと

いう意見をまとめて「人も心もワクワクにぎわうまち」をまちづくりの目標としています。

(２) まちづくりの方向性

「にぎわい」分野のまちづくりの方向性を次のように定めます。

○ 雇用が増え、市民の所得も増えて、暮らしが豊かなまち

○ 観光や体験等で小林を訪れる方におもてなしができているまち

○ 小林に関する「情報発信・共有・交換」が積極的にできていて、地域の情報イン

フラも整備されているまち

○ 中心市街地、各商店街、観光地等がにぎわって、小林に人が集まりやすい環境が

できているまち

(３) 目指すべき状態

「にぎわい」分野の目指すべき状態を次のように定めます。

① 人が集まること

こどもから高齢者まで、観光やスポーツなどで訪れる人も、企業も小林に集まっ

てくる状態を目指します。

人も心もワクワクにぎわうまち

１ 「にぎわい」分野
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② 豊かな地域資源が活用されていること

水、食べ物、方言、景観、人等の豊かな地域資源が活用されている状態を目指し

ます。

③ 暮らしが豊かなこと

経済的にゆとりがあり、文化にあふれ、道路や交通、情報、施設等のインフラも

整備されている状態を目指します。

④ 働きがいがあること

働きたい場所があり、仕事と生活のバランスがとれ、働くことに達成感がある状

態を目指します。
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(１) まちづくりの目標

「いきいき」分野のまちづくりの目標を次のように定めます。

～まちづくりの目標の考え方～

交流、出会い、絆、居場所等の「つながり」を大切にし、夢、目標、働く場、趣味等市民

が「いきがい」を持ち、こどもも大人も「健康で笑顔」でいられるまちにしたいという意見

をまとめて「健康でいきいきつながり合う笑顔のまち」をまちづくりの目標としています。

(２) まちづくりの方向性

「いきいき」分野のまちづくりの方向性を次のように定めます。

○ 人が出会い、交流があり、絆で結ばれ、みんなの居場所があるまち

○ 全世代が夢や希望を持ち、年齢に関係なく社会で活躍できるまち

○ みんなが健康で、笑顔が絶えないまち

(３) 目指すべき状態

「いきいき」分野の目指すべき状態を次のように定めます。

① 出会いふれあい支え合いがあること

こどもから高齢者まで世代間でも各世代でも、地域のつながりがあって、交流が

行われている状態を目指します。

② 健康・いきがいがあること

全ての市民が健やかで心豊かに生活できる状態を目指します。

③ 高齢者が元気でいること

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で生活できる状態を目指します。

健康でいきいきつながり合う笑顔のまち

２ 「いきいき」分野
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④ 障がい者が夢や目標を持ち生活できること

障がい者が、地域社会の一員として自立し、安心して生活できる状態を目指しま

す。

⑤ こどもが健やかに成長すること

こどもや子育て当事者が家庭、地域、仲間（同世代のつながり）、学校等で見守

られ、健やかに育つ環境が充実した状態を目指します。

⑥ こどもから高齢者まで安心して医療が受けられること

こどもから高齢者まで、必要なときに必要な医療が受けられる状態を目指しま

す。
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(１) まちづくりの目標

「まなび」分野のまちづくりの目標を次のように定めます。

～まちづくりの目標の考え方～

「こどもから大人まで」、一人ひとりが継続的に学び合う「環境（場・機会）」が確保され、

地域等での交流の中で互いに学び合い育ち合う「世代間交流」が行われているまちでありた

いという意見をまとめて「生涯を通して学び合い育ち合うまち」をまちづくりの目標として

います。

(２) まちづくりの方向性

「まなび」分野のまちづくりの方向性を次のように定めます。

○ こどもから大人まで、一人ひとりが生涯を通して学ぶ環境のあるまち

○ 地域、世代間で交流を通して学ぶ環境のあるまち

(３) 目指すべき状態

「まなび」分野の目指すべき状態を次のように定めます。

① こどもたちが豊かに学べること

地域と学校が協働で教育に取り組んでいる状態を目指します。

② だれでもいつでも学べる・学ばせる場が整っていること

市民が自ら学びの場に参加し、地域間の交流、世代間の交流が図られている状態

を目指します。

③ 身近に文化・芸術を感じられること

多様な文化・芸術が身近にある状態を目指します。

生涯を通して学び合い育ち合うまち

３ 「まなび」分野
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④ いつまでもスポーツができること

ジュニア(部活)～社会人～シニアの各ステージで楽しみながらスポーツができ

る状態を目指します。

⑤ 食について学べること

人材や資源を活用し、地域や学校等で食に関して学べる状態を目指します。
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(１) まちづくりの目標

「くらし」分野のまちづくりの目標を次のように定めます。

～まちづくりの目標の考え方～

人と人との良好な関係や交流があり、みんなで助け合い、支え合い、認め合い、災害が起

きてもみんなの絆で安心なまち、本市のきれいで豊かな自然を維持し、自然と共に暮らせる

まちにしたいという意見をまとめて「豊かな自然と共に安心してくらせるまち」をまちづく

りの目標としています。

(２) まちづくりの方向性

「くらし」分野のまちづくりの方向性を次のように定めます。

○ みんなで助け合い、支え合っているまち

○ 住んで安心、災害が発生しても安心なまち

○ 人と人との関係が良好で、交流の場があるまち

○ きれいで豊かな自然が維持されているまち

(３) 目指すべき状態

「くらし」分野の目指すべき状態を次のように定めます。

① 災害時にみんなが助け合えること

こどもから大人まで、みんなが自ら行動でき、助け合える状態を目指します。

② 美しい自然が残り、いつまでもきれいなおいしい水が飲めること

現在の美しい自然が残り、きれいなおいしい水が維持された状態を目指します。

③ 安心して住めるまちであること

災害時においても、ライフラインを安心して利用できる状態、火災や交通事故、

豊かな自然と共に安心してくらせるまち

４ 「くらし」分野
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犯罪の少ない状態を目指します。

④ 地域住民同士の顔が見え、支え合うまちであること

地域の中でコミュニケーションがとれる状態を目指します。
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第３部 基本計画

前期基本計画（2026 年～2029 年）
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＜基本計画の概要＞

行政の責務を具体化した計画として、基本計画を策定します。基本計画は、行政を対象

とした計画として、基本構想に基づき行政主体で策定します（対象：行政、策定主体：行

政）。

基本計画の計画期間は、前期４年間（目標年次：令和 11 年度）及び後期４年間（目標

年次：令和 15 年度）とします。ただし、計画期間中であっても、社会情勢や経済環境等

の変化に応じて、柔軟に改定することとします。

第２次総合計画の計画期間に毎年度実施した行政評価の評価結果を反映させるととも

に、市民からの意見の聴取（グループインタビューや若者からの提言等）やまちづくり市

民アンケートの結果（基本構想や基本計画、各施策の満足度等）等を包括的に反映しまし

た。

基本計画の基本施策のうち、本市の課題を解決するために総合的かつ横断的に組み合わ

された基本施策の方針群を、戦略的かつ優先的に取り組むプロジェクトとして設定したも

のを、「リーディングプロジェクト」と位置付けます。「リーディングプロジェクト」の設

定により、本計画の実効性をより高めることとします。

本基本計画は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 10条に規定さ

れる地方版総合戦略と基本的な考え方や方向性が合致することから、本市における地方版

総合戦略（第３期てなんど小林総合戦略）として位置付けます。

基本施策の項目は、基本施策を取り巻く環境を分析した「現状と課題」、分析した現状

と課題に基づき、課題とされる内容を中心に計画期間４年間の方針を示した「方針」、方

針の達成のために、どこまでを実施するのかという目指すべき状態を示した「目標」とし

ています。そして、「目標値」、「主な実施計画事業」及び「関連する個別計画」を基本施

策の参考として示しています。

位置付け

計画期間

第２次総合計画の検証結果等の反映

リーディングプロジェクトの設定

総合戦略の一体化

基本施策の構成
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本市では、後期基本計画の各基本施策とＳＤＧｓの目指す 17 の目標（ゴール）を関連

付けることで、本市の目指す将来都市像の実現と持続可能な社会に向けた取組を推進しま

す。

ＳＤＧｓの推進
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ＳＤＧｓの 17 の目標

目標
（ゴール）

目標
目標

（ゴール）
目標

【目標１】あらゆる場所のあらゆる

形態の貧困を終わらせる。

【目標 10】各国内及び各国間の不平

等を是正する。

【目標２】飢餓を終わらせ、食料安

全保障及び栄養改善を実現し、持続

可能な農業を促進する。

【目標 11】包摂的で安全かつ強靭

(レジリエント)で持続可能な都市及

び人間居住を実現する。

【目標３】あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確保し、福祉

を促進する。

【目標 12】持続可能な生産消費形態

を確保する。

【目標４】すべての人々への、包摂

的かつ公正な質の高い教育を確保

し、生涯学習の機会を促進する。

【目標 13】気候変動及びその影響を

軽減するための緊急対策を講じる。

【目標５】ジェンダー平等を達成し、

すべての女性及び女児の能力強化を

行う。

【目標 14】持続可能な開発のために

海洋・海洋資源を保全し、持続可能

な形で利用する。

【目標６】すべての人々の水と衛生

の利用可能性と持続可能な管理を確

保する。

【目標 15】陸域生態系の保護、回復、

持続可能な利用の推進、持続可能な

森林の経営、砂漠化への対処、なら

びに土地の劣化の阻止・回復及び生

物多様性の損失を阻止する。

【目標７】すべての人々の、安価か

つ信頼できる持続可能な近代的エネ

ルギーへのアクセスを確保する。

【目標 16】持続可能な開発のための

平和で包摂的な社会を促進し、すべ

ての人々に司法へのアクセスを提供

し、あらゆるレベルにおいて効果的

で説明責任のある包摂的な制度を構

築する。

【目標８】包摂的かつ持続可能な経

済成長及びすべての人々の完全かつ

生産的な雇用と働きがいのある人間

らしい雇用(ディーセント・ワーク)

を促進する。

【目標 17】持続可能な開発のための

実施手段を強化し、グローバル・パ

ートナーシップを活性化する。

【目標９】強靭(レジリエント)なイ

ンフラ構造、包摂的かつ持続可能な

産業化の促進及びイノベーションの

推進を図る。
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＜基本施策体系と関連する主たるＳＤＧｓ一覧＞

１ 「にぎわい」分野

１－(１) 農林水産業を振興し

ます

１－(２) 畜産業を振興します

１－(３) 商工業を振興します

１－(４) 観光産業を振興しま

す

１－(５) 戦略的なプロモーシ

ョンを推進します

２ 「いきいき」分野

２－(１) 市民福祉の充実を図

ります

２－(２) 高齢者支援を推進し

ます

２－(３) 健康づくりを支援し

ます

２－(４) こども・子育てを支

援します

２－(５) 地域医療の体制の確

保に取り組みます

３ 「まなび」分野

３－(１) 学校教育を充実しま

す

３－(２) 生涯学習を推進し、

文化・芸術を振興します

３－(３) スポーツを通じたか

らだづくりを推進します
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４ 「くらし」分野

４－(１) 防災力・災害対応力

を高めます

４－(２) 安心・安全で安定し

た上下水道を確保します

４－(３) 良好な住環境の整備

を推進します

４－(４) 生活基盤を整備しま

す

４－(５) 自然環境・生活環境

を保全します

４－(６) 地域公共交通の確保

を図ります

４－(７) 市民の人権意識を高

めます

４－(８) 市民参画による地域

活動の維持・充実を図ります

４－(９) 国際化・多文化共生

を推進します

５ 計画の実現に向けて

５－(１) 効率的かつ効果的な

行政経営を行います

５－(２) デジタル化を推進し

ます

５－(３) 公共施設等のマネジ

メントを推進します
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第１章 財政運営の基本方針
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本市は、歳入に見合った歳出構造の遵守や行財政改革の積極的な取組などにより、財政調

整基金の残高は増加し、地方債残高は大幅に減少しています。また、各種財政指標において

は、一定程度の健全な状態を維持していますが、今後の財政運営においては、物価高騰の継

続による歳出増加が懸念されるほか、社会保障費等の義務的経費に加え、公共施設の老朽化

対策経費の増大が見込まれるなど、厳しい財政運営が続くと予測されることから、その対応

に努める必要があります。

本市は、本格的な人口減少時代に突入しており、今後は一層の財源の縮減が予想されま

す。

他方、地域の持続可能性を確保していくためには、各種重要施策はもとより、基本的な

視点に立った新しい施策に取り組むことも不可欠です。

そこで、最小の経費で最大の効果を発揮するため、基本計画では次の財政運営の基本方

針を定めます。

災害など緊急を要するものを除き、原則として総合計画に基づく事業を予算措置します。

既存事業については、事業の効果や優先度を精査し、優先度の低い事業は見直し又はス

クラップを行い、リーディングプロジェクトなどの優先度の高い新規事業を積極的に実施

します。

自主財源を確保するため、基金運用の最大化、使用料の見直し、未利用市有地の有効活用

など、自主性・自立性の高い取組を行います。また、ふるさと納税制度による寄附金の更な

る獲得を目指し、効果的な取組を進め、積極的に自主財源を確保します。

限られた財源に見合う歳出構造を構築するため、事業の必要性と効果を検証し、事業の３

年見直しを基本として、事業の選択と集中により効果的な歳出規模の適正化を進めます。

財政運営の基本方針

方針１ 総合計画に基づく予算措置

方針２ 既存事業の見直しと新規事業の実施

方針３ 持続可能な財政運営の確立

方針４ 歳出規模の適正化

１ 財政運営の基本方針
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財政見通しを踏まえて、国県の補助金や交付税措置の有利な地方債などを活用し、公共施

設等の新設、更新及び維持管理に係る投資を平準化します。

本市の財政が持続可能となる最低限の水準として、次の財政目標を設定します。

本市の行財政運営は前期基本計画の計画期間内では、原則として次の財政目標の範囲内

で運営することとします。

方針５ 公共施設等に係る投資の平準化

○ 基礎的財政収支（形式収支＋公債費－地方債） ０以上

○ 財政調整基金残高 15 億円以上（令和 11 年度末）

２ 財政目標
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第２章 リーディングプロジェクト
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基本計画の基本施策のうち、本市の課題を解決するために総合的かつ横断的に組み合わ

された基本施策の方針群を、戦略的かつ優先的に取り組むプロジェクトとして設定したも

のを、「リーディングプロジェクト」と位置付けます。「リーディングプロジェクト」の設定

により、本計画の実効性をより高めることとします。

■背景

人口ビジョンによる人口の現状及び人口減少対策の方向性や人口の将来展望を踏まえ、

第２期てなんど小林総合戦略の基本的な考え方を維持しつつ必要な見直しを行いました。

今後は、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指すとともに、社会的な側面から、人

口減少対策に取り組む必要があります。

○ 人口減少の緩和 

急速な人口減少を緩和し、地域社会や経済へのマイナスの影響を極力抑えるために

は、人口の自然減と社会減の双方への対策が必要となります。 

少子化の進行や生産年齢人口の急激な減少は、本市の人口構成の不均衡化を助長し、

労働力不足や１人当たりの社会保障負担の増大など課題が深刻化する恐れがあること

から、「少子化対策」や「若年層の社会減対策」に重点を置いた取組を進める必要があ

ります。 

○ 人口減少下の対応 

人口減少の傾向は継続すると予想されるため、「人口が減少する中で、いかに地域の

活力を維持するか」という視点からの対策も、人口減少の緩和と並行して進める必要が

あります。 

人口減少対策プロジェクト

健幸都市プロジェクト

産業活性化プロジェクト

リーディングプロジェクトの設定

１ 人口減少対策プロジェクト
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■基本方針

少子化のスピードを緩やかにするために、こども・若者が社会的に自立するまで、健やか

な生活が送れるよう、地域と連携した支援体制の構築など、ライフステージに応じて切れ目

なく支える取組により、希望する人が安心してこどもを生み育てられる環境の整備に努め

ます。

移住・定住促進のための総合的な支援を継続するとともに、市民の郷土愛醸成や関係人

口・交流人口の創出、特に若者や女性の定着促進と転出者の将来的なＵターン促進を重視し

た取組を推進します。

また、魅力ある雇用の場の提供や市内の事業者や関係機関と連携した就労支援に努め、安

心して働くことができる雇用環境の整備を図り、市内外からの人材の確保や育成の取組を

推進します。

市民の生活の質の向上と健康寿命の延伸を図るため、健幸のまちづくりを推進します。

また、人口減少下の中で、いかに地域の活力を維持するかという観点から、市民の生活環

境の改善や防災対策、「稼ぐ力」のある産業の育成、教育環境の充実、市内外の人・企業等

との協働によるまちづくり、地域の活性化など、地域の魅力を向上させ、いつまでも住み続

けたいと思うまちづくりを推進します。

１ 希望する人が安心してこどもを生み育てられる環境をつくる

２ 転入・転出による人の流れを変える

３ 住み続けたいと思うまちをつくる
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■背景

健康と幸せの両方が備わり、生きがいを持って自分らしく毎日をいきいきと暮らしてい

くためには、市民の生活の質の向上と健康寿命の延伸を図ることが求められています。

そこで、一人ひとりがいつまでも健幸で輝けるまちこばやしを目指して、「健幸こばやし

21（第三次）」に沿って、市民総ぐるみの取組をより一層進める必要があります。

■基本方針

「生活習慣の改善」「生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防」「生活機能の維持・

向上」に資する取組を推進します。

市民の健康増進や幸福感の向上について、多様な主体の参画を得ながら、市全体で支える

環境づくりに資する取組を推進します。

ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの生涯を段階的に捉えた健康づ

くり）の考え方を周知するとともに、その考え方を踏まえた取組を推進します。

１ 個人の行動と健康状態の改善

２ 社会環境の質の向上

３ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

２ 健幸都市プロジェクト
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■背景

少子高齢化や人口減少の進行は、労働生産力の低下や市場の縮小等に影響を与え、地域経

済の衰退や地域社会の活力低下などをもたらすこととなります。また、国際情勢の不安定化

や自然災害などの変容も地域経済が衰退する要因のひとつです。

そこで、経済的な側面から本地域の豊富な農畜産物や魅力のある多様な資源を生かし、地

域経済の好循環を目指し、業種や立場を超えてオール小林で本市の産業活性化に取り組む

必要があります。

■基本方針

各産業分野において働き手を確保するために、ワーク・ライフ・バランスが実現できる魅

力ある職場づくりを推進し、若者・高齢者を問わず、多様な働き方を実現します。

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進、中小企業支援、新たな産業育成、働

き方改革支援などを通じて、地域全体の生産性を高めるための施策に取り組みます。

一次産業から三次産業までの連携を強化し、販路拡大や更なるふるさと納税での活用を

目指すとともに、地域資源を生かした稼ぐ力の強化を図り、所得の向上を目指します。

新たに地域ビジネスを創出・発掘することや企業誘致により、地域内の企業の活性化を促

すとともに、安定した雇用の確保を図りながら、経済循環の確立に向けた魅力ある産業構造

の構築を目指します。

１ 働き手の確保

２ 生産性の向上

３ 所得の向上

４ 働く場の確保

３ 産業活性化プロジェクト
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＜基本施策一覧と特に関連する主たるリーディングプロジェクトの基本施策方針群＞

基本施策
人口減少対策

プロジェクト

健幸都市

プロジェクト

産業活性化

プロジェクト

１ 「にぎわい」分野

１－(１) 農林水産業を振興します

＜主な担当課＞ 農業振興課

方針１ 新規就農者や農業後継者等の担い手の確保 ○ ○

方針２ 農地の集積及び集約化 ○ ○

方針３ 農業生産額の安定 ○ ○

方針４ 森林の適正な整備・管理の推進 ○ ○

方針５ 水産資源の持続的な保全及び内水面漁業の振興 ○ ○

１－(２) 畜産業を振興します

＜主な担当課＞ 畜産課

方針１ 肉用牛の振興 ○ ○

方針２ 酪農の振興 ○ ○

方針３ 養豚の振興 ○ ○

方針４ 養鶏の振興 ○ ○

方針５ 家畜防疫の強化 ○ ○

方針６ 環境保全の推進 ○ ○

方針７ 食肉の販売力の強化 ○ ○

１－(３) 商工業を振興します

＜主な担当課＞ 商工観光課

方針１ 商工業の振興 ○ ○

方針２ 雇用機会創出の推進 ○ ○

方針３ 中心市街地の活性化等の推進 ○ ○ ○

１－(４) 観光産業を振興します

＜主な担当課＞ 商工観光課

方針１ 観光ＤＭＯによる観光振興の促進 ○ ○

方針２ 体験型の観光地づくりの推進 ○ ○

方針３ スポーツを活用した観光の推進 ○ ○

方針４ 観光イベントを活用した観光の推進 ○ ○

方針５ 観光施設等の充実 ○ ○

-54-



基本施策
人口減少対策

プロジェクト

健幸都市

プロジェクト

産業活性化

プロジェクト

１－(５) 戦略的なプロモーションを推進します

＜主な担当課＞ 地方創生課

方針１ 戦略的プロモーションの推進 ○ ○

方針２ 郷土愛醸成・向上の機運づくり ○ ○ ○

方針３ 効果的な広報・広聴の展開 ○ ○ ○

２ 「いきいき」分野

２－(１) 市民福祉の充実を図ります

＜主な担当課＞ 福祉課

方針１ 地域共生社会の実現を目指す体制の整備 ○ ○

方針２ 地域福祉を支える団体及び担い手の育成 ○ ○

方針３ 障がい福祉サービスの充実 ○ ○

方針４ 自立に向けた生活困窮者支援体制の強化 ○ ○

２－(２) 高齢者支援を推進します

＜主な担当課＞ 長寿介護課

方針１ 人材確保・定着の取組強化 ○ ○ ○

方針２ 自立支援及び重症化予防型の介護予防・健康づくりの

推進
○ ○

方針３ 総合的な認知症施策の推進 ○ ○

方針４ 多様な主体による地域包括ケア推進体制（地域づく

り）の構築
○ ○ ○

方針５ 高齢者が活躍する社会づくり ○ ○ ○

方針６ 生活基盤の確保 ○ ○

２－(３) 健康づくりを支援します

＜主な担当課＞ 健康推進課

方針１ 個人の行動と健康状態の改善 ○ ○

方針２ 生活習慣の改善 ○ ○

方針３ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防の推

進
○ ○

方針４ こころの健康づくりの推進 ○ ○ ○

方針５ 社会環境の質の向上 ○ ○

方針６ 感染症の予防の推進 ○ ○
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基本施策
人口減少対策

プロジェクト

健幸都市

プロジェクト

産業活性化

プロジェクト

２－(４) こども・子育てを支援します

＜主な担当課＞ こども課

方針１ こども・若者の権利を守る取組の推進 ○ ○

方針２ ライフステージに応じて切れ目なく支える取組の充

実
○ ○

方針３ こども・若者と子育て家庭を支える取組の充実 ○ ○ ○

方針４ 困難を抱えるこども・若者や家族を支える取組の推進 ○ ○ ○

方針５ 若い世代の安定した生活基盤を支える取組の推進 ○ ○ ○

２－(５) 地域医療の体制の確保に取り組みます

＜主な担当課＞ 地域医療対策監・健康推進課・小林市立病院

方針１ 救急医療、災害医療体制の継続・強化 ○ ○

方針２ 西諸医療圏の医療体制の堅持 ○ ○ ○

方針３ 小林市立病院の役割・機能の確保 ○ ○

３ 「まなび」分野

３－(１) 学校教育を充実します

＜主な担当課＞ 学校教育課

方針１ よりよい教育環境の確保 ○

方針２ 一貫性のある教育の推進 ○

方針３ 確かな学力を育む教育の推進と充実 ○

方針４ こころの教育の推進と多様な学びの場の確保 ○

方針５ からだの教育の推進と充実 ○ ○

方針６ 特別支援教育の推進と充実 ○

方針７ キャリア教育及び協働の学校づくりの推進と充実 ○ ○

方針８ 学校における働き方改革の推進 ○

方針９ 学校教育施設の整備と充実 ○

３－(２) 生涯学習を推進し、文化・芸術を振興します

＜主な担当課＞ 社会教育課

方針１ 生涯学習の推進と地域の教育力の向上 ○ ○

方針２ 放課後子ども教室の充実 ○

方針３ 学校支援の充実 ○

方針４ 読書活動の充実 ○

方針５ 市民の心を豊かにする文化・芸術の振興 ○
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基本施策
人口減少対策

プロジェクト

健幸都市

プロジェクト

産業活性化

プロジェクト

方針６ 魅力ある文化財をみんなで支え、確実に未来へつなぐ

体制の強化
○

方針７ 社会教育施設の整備と充実 ○

３－(３) スポーツを通じたからだづくりを推進します

＜主な担当課＞ スポーツ振興課、国スポ・障スポ推進室

方針１ 生涯スポーツの推進 ○ ○

方針２ 競技力の向上 ○

方針３ 「オール小林」による国スポ・障スポの推進と本市の

魅力発信
○ ○

方針４ スポーツ環境の整備と充実 ○ ○

方針５ 食育の推進と充実 ○ ○

４ 「くらし」分野

４－(１) 防災力・災害対応力を高めます

＜主な担当課＞ 危機管理課、市民課

方針１ 地域防災の自助・共助による体制の確立 ○ ○

方針２ 災害対応力の強化 ○

方針３ 交通安全意識・防犯意識の高揚 ○

方針４ 安心・安全な消費生活の実現 ○

４－(２) 安心・安全で安定した上下水道を確保します

＜主な担当課＞ 上下水道課

方針１ 水道事業の健全経営の確立

方針２ 安心・安全でおいしい水の供給 ○

方針３ 水道施設・管路の強靭化 ○

方針４ 下水道事業の健全経営の確立

方針５ 農業集落排水処理施設の効率的な維持管理

４－(３) 良好な住環境の整備を推進します

＜主な担当課＞ 管財課

方針１ 市営住宅のバリアフリー化の促進 ○

方針２ 市営住宅の適正管理の推進

方針３ 木造住宅等の耐震化の推進 ○

方針４ 空き家の適正管理の推進 ○
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基本施策
人口減少対策

プロジェクト

健幸都市

プロジェクト

産業活性化

プロジェクト

４－(４) 生活基盤を整備します

＜主な担当課＞ 建設課

方針１ 生活道路の整備 ○ ○

方針２ 安心・安全な道路づくりの推進 ○ ○

方針３ 自然がけ地の整備 ○

方針４ 公園、緑地の整備 ○ ○

４－(５) 自然環境・生活環境を保全します

＜主な担当課＞ 生活環境課

方針１ 脱炭素社会の実現に向けた環境教育の推進 ○ ○

方針２ ごみ減量対策の推進 ○

方針３ 水資源保全対策の推進 ○

方針４ 生活排水処理対策の推進 ○

４－(６) 地域公共交通の確保を図ります

＜主な担当課＞ 企画政策課

方針１ 地域公共交通体系の構築 ○ ○

４－(７) 市民の人権意識を高めます

＜主な担当課＞ 人権同和対策監、市民課

方針１ 人権教育及び啓発活動の推進 ○

方針２ 男女共同参画の視点にたった社会制度の意識づくり

の推進
○ ○

４－(８) 市民参画による地域活動の維持・充実を図ります

＜主な担当課＞ 地方創生課

方針１ 協働のまちづくりの推進 ○ ○

方針２ 各種市民活動団体支援及び次世代を担う人材の育成 ○

４－(９) 国際化・多文化共生を推進します

＜主な担当課＞ 地方創生課

方針１ 市民の国際感覚の醸成と外国人市民への支援 ○

５ 計画の実現に向けて

５－(１) 効率的かつ効果的な行政経営を行います

＜主な担当課＞ 企画政策課、総務課、税務課、地方創生課

方針１ 効率的かつ効果的な行政経営の推進

方針２ 中山間地域及び過疎地域の持続的発展 ○

方針３ 広域連携の推進 ○
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基本施策
人口減少対策

プロジェクト

健幸都市

プロジェクト

産業活性化

プロジェクト

方針４ 行財政改革の推進

方針５ 適正な情報公開制度の運用

方針６ 市職員の確保と育成

方針７ 市税収納率の向上

方針８ 地籍調査事業の推進

方針９ ふるさと納税等の推進による自主財源の確保 ○

５－(２) デジタル化を推進します

＜主な担当課＞ 企画政策課

方針１ 地域社会デジタル化の推進 ○ ○

方針２ 庁内デジタル化の推進 ○

方針３ 情報セキュリティ対策の推進 ○

５－(３) 公共施設等のマネジメントを推進します

＜主な担当課＞ 管財課

方針１ 公共施設等の適正化の推進

方針２ 安心・安全に利用できる公共施設等の推進

方針３ 公共施設等マネジメントによる負担の軽減、平準化の

推進
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第３章 基本施策
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■現状と課題

農業分野については、全国的に少子高齢化に伴う人口減少が進む中、農業従事者が減少し、

本市の基幹産業である農業に大きな影響を及ぼしています。2020 年農林業センサスの結果、

65 歳以上の農業就業者が占める割合は 65.2％と高齢化が進むとともに、農業就業者数も

2015年から2020年までの５年間で4,082人から2,751人と32.6％減少しています。特に30

歳未満については 93 人から 32 人と 65.6％減少が進んでいることから、農業後継者や新規

就農者等の担い手を確保する必要があります。

■方針

本市の基幹産業である農業を活性化するため、国県の補助事業や就農者のニーズに合わ

せた事業を展開し、新規就農者や農業後継者等の担い手の確保に努めます。

人も心もワクワクにぎわうまち

１－(１) 農林水産業を振興します

方針１ 新規就農者や農業後継者等の担い手の確保

目標 新規就農者や農業後継者等の担い手が確保された状態

基本施策を取り巻く環境を分析した結果を記載

分析した「現状と課題」に基づき、課題とされ

る内容を中心に計画期間４年間の方針を記載

方針の達成のために、どこまでを実施するのか

という目指すべき状態を記載

１ 「にぎわい」分野

基本施策の記載内容について
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＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

指標名

６年度
（現状値） Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

新規就農者・農業後継

者数

18 人 20 人 20 人 20 人 20 人

事業名 概 要

方針１
農業経営の世代交代対

策事業

農畜産業の担い手となる新規就農者や農業後継者

等の確保及び育成を行う。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市農業振興

計画

本市の農業振興

を図るため、具

体的な施策の方

向性を示す計画

なし

令和４年度～

令和８年度

（５年間）

連携

基本施策の参考として関連する個別計画を全て記載

基本施策の参考として主なものを記載
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■現状と課題

農業分野については、全国的に少子高齢化に伴う人口減少が進む中、農業従事者が減少し、

本市の基幹産業である農業に大きな影響を及ぼしています。2020 年農林業センサスの結果、

65 歳以上の農業就業者が占める割合は 65.2％と高齢化が進むとともに、農業就業者数も

2015年から2020年までの５年間で4,082人から2,751人と32.6％減少しています。特に30

歳未満については 93 人から 32 人と 65.6％減少が進んでいることから、農業後継者や新規

就農者等の担い手を確保する必要があります。

農地については、高齢化により農業就業者の減少が進み、集落の維持活動に支障を来して

おり、多面的機能支払交付金事業や中山間地域等直接支払事業を活用しているものの、活動

が停滞している地区が出てきています。そのため、地域農業経営基盤強化促進計画（地域計

画）の見直しや策定を進め、農地中間管理事業の活用と推進を行い、担い手農家への農地の

集積及び集約化を図る必要があります。

農産物については、人口減少社会の進行と輸入農産物の増加による食料自給率の低迷、物

価高騰による生産コストの高騰、地球温暖化による気象災害や鳥獣被害の増加等、様々な問

題に対応する必要があります。

林業については、宮崎県再造林推進条例が施行されたことにより、再造林が進んでいるも

のの、未だ管理の行き届かない森林もあることから、森林の有する多面的機能の低下や自然

災害等が懸念されます。また、林業従事者においては、過酷な環境における労働であるため、

現場作業の省力化や効率化をはじめ、軽労化に向けた労働環境の改善が必要です。

水産業については、河川の環境悪化や外来魚による生態系の変化に対応するため、漁業協

同組合を通じて稚魚の放流等の活動を行っており、活動を継続する必要があります。また、

本市の地域資源でもある湧水を活用した取組の推進が必要です。

人も心もワクワクにぎわうまち

１－(１) 農林水産業を振興します

１ 「にぎわい」分野
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■方針

本市の基幹産業である農業を活性化するため、国県の補助事業や就農者のニーズに合わ

せた事業を展開し、新規就農者や農業後継者等の担い手の確保に努めます。

地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）を基に、多面的機能支払交付金事業、中山間

地域等直接支払事業、畑地かんがい事業を活用した農地の整備を進め、農地中間管理事業等

による担い手農家への農地の集積及び集約化を図ります。

ＡＩやＩＣＴ技術を活用した農作業の効率化や有害鳥獣被害防止対策を講じることで、

農業生産性の向上を図り、農業生産額の安定を目指します。また、６次産業化を推進し、地

元農産物に付加価値を付けることでフードビジネスの振興を図り、農家所得の向上を目指

します。

森林の多面的機能を安定的に発揮できるよう高性能林業機械等の導入を支援し、管理の

行き届いていない森林の整備や林業従事者の労働環境を整備し、再造林の推進を図ります。

河川の環境を保全、管理するため、漁業協同組合による稚魚放流に対して支援します。ま

た、地域資源である湧水を有効活用した事業の推進を図ります。

方針１ 新規就農者や農業後継者等の担い手の確保

目標 新規就農者や農業後継者等の担い手が確保された状態

方針２ 農地の集積及び集約化

目標 担い手農家への農地の集積及び集約化が進んだ状態

方針３ 農業生産額の安定

目標 農業生産額が安定している状態

方針４ 森林の適正な整備・管理の推進

目標 森林の適正な整備及び管理が進み、再造林率が向上した状態

方針５ 水産資源の持続的な保全及び内水面漁業の振興

目標 水産資源が守られ有効活用されている状態
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＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

新規就農者・農業後継

者数

18 人 20 人 20 人 20 人 20 人

方針２

地域計画による農地

集積面積（累計）

3,289.2ha 3,343.6ha 3,370.8ha 3,398.0ha 3,425.3ha

方針３

農業総生産額
76.6 億円 65億円 65億円 65億円 65 億円

方針４

森林伐採後再造林率
75％ 75％ 76％ 77％ 77％

方針５

水産業総生産額
6,675 千円 6,700 千円 6,700 千円 6,700 千円 6,700 千円

事業名 概 要

方針１
農業経営の世代交代対

策事業

農畜産業の担い手となる新規就農者や農業後継者

等の確保及び育成を行う。

方針２

農地中間管理事業・多面

的機能支払交付金事

業・中山間地域等直接支

払事業

地域計画に基づいた担い手農家への農地の集積及

び集約化を図る。

方針２ 畑地かんがい事業
農地の基盤整備や給水栓の設置を促進することで

農作業の効率化及び省力化を図る。

方針３ 農産園芸振興事業
スマート農業により農作業の省力化を推進するこ

とで、生産性の向上を図る。

方針３ 有害鳥獣駆除対策事業 有害鳥獣の被害防止を図る。

方針３
フードビジネス推進事

業

地元の農畜産物に付加価値をつけるため、加工品の

開発や販路開拓等の取組を支援する。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針３
農産物消費拡大推進事

業

地元農畜産物の消費を拡大することにより、食育の

取組及び地産地消の活動を推進する。

方針４ 森林整備促進事業
森林環境譲与税を活用した森林整備により再造林

率向上及び労働環境の整備を図る。

方針５ 水産業振興対策事業 水産資源の保全と内水面漁業の振興を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市農業振興

計画

本市の農業振興

を図るため、具

体的な施策の方

向性を示す計画

なし

令和４年度～

令和８年度

（５年間）

連携

小林市農業振興

地域整備計画

農業振興地域に

関する計画

農業振興地域の整

備に関する法律
令和７年８月～ 連携

農業経営基盤の

強化の促進に関

する基本的な構

想

認定農業者の育

成に関する計画

農業経営基盤強化

促進法
令和５年９月～ 連携

小林市鳥獣被害

防止計画

鳥獣被害防止

（駆除、柵設置

等）に関する計

画

鳥獣による農林水

産業に係る被害の

防止のための特別

措置に関する法律

令和７年度～

令和９年度

（３年間）

連携

小林市森林整備

計画

森林の整備（造

林、伐採等）に関

する計画

森林法

令和５年度～

令和 14年度

（10 年間）

連携

第４次小林市食

育・地産地消推

進計画

食育及び地産地

消の推進に関す

る計画

食育基本法

令和５年度～

令和９年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

本市の畜産については、温暖多雨な西南暖地特有の気候など恵まれた自然条件を生かし

て、地域経済を支える基幹産業として発展してきました。しかし、生産者の高齢化に伴う農

家戸数の減少という構造的な問題に加え、昨今の円相場の乱高下や紛争等に伴う畜産物価

格の急激な変動など、畜産経営の厳しさがより一層増す中で、安心して経営が継続できる環

境が必要です。

養豚、養鶏については、経営規模の拡大に伴う経営の安定が図られ、経営者の世代交代が

順調に進んでいますが、肉用牛繁殖や肉用牛肥育、酪農については、経営規模の維持、拡大

を図るための資金対応と中長期的な視野からの担い手の支援対策が必要です。

家畜防疫については、海外でのアフリカ豚熱や口蹄疫、国内における高病原性鳥インフル

エンザやＣＳＦ（豚熱）の断続的な発生に加え、ランピースキン病など新たな伝染病が確認

されるなど、畜産業は家畜伝染病の発生リスクを常に抱えています。生産農場はもちろんの

こと、関係機関が一体となり、家畜伝染病発生時に迅速な対応が可能な防疫体制の維持及び

強化が必要です。

小林市営牧場については、施設の持つ機能を最大限に活用し、地域の繁殖基盤の維持に貢

献しています。昨今の肉用牛繁殖の経営環境を背景に預託頭数が減少している中で、地域で

取り組む牛伝染性リンパ腫（ＢＬ）の清浄化、乳用育成牛の飼養管理等の分業化の推進に向

けて、有効的な小林市営牧場の活用方法の検討が必要です。

小林市バイオマスセンター及び野尻町有機センターについては、家畜排せつ物の適正な

処理が安定的に行われています。しかし、小林市バイオマスセンターについては、施設の老

朽化に伴う補改修と機械の計画的な更新が必要です。野尻町有機センターについては、耕種

農家等の利用減少を補うべく新たな販路を拡大する必要があります。また、脱炭素化、環境

負荷軽減に向けた取組を推進する必要があります。

宮崎牛をはじめとした本市の畜産物については、生産者と関係機関の一体的な取組によ

り、定時定量による計画的な生産販売体制が構築されています。今後は、変わりゆく消費者

ニーズや様々な社会変容に柔軟に対応するため、引き続き、生産現場を含めた販売力の強化

と本市における様々な畜産物ブランドの認知度向上につながる取組が必要です。

１－(２) 畜産業を振興します
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■方針

肉用牛繁殖については、スマート農業技術の活用による生産性及び効率性の向上に取り

組み、定休型ヘルパーの充実や飼料生産受委託組織の育成、小林市営牧場、小林市バイオマ

スセンター及び野尻町有機センターの活用といった分業化を推進するなど、持続的な次世

代継承型生産基盤の構築を図ります。

肉用牛肥育については、増頭により地域内一貫生産体制を維持・向上させ、飼養管理技術

の更なる改善による肉質向上と枝肉重量の増加を図るとともに、消費者等から求められる

牛肉づくり（おいしさ）に着目した生産体制の構築を図ります。

生涯生産性に優れた牛群整備等による生乳生産基盤を強化するとともに、酪農ヘルパー

等の支援組織や小林市営牧場を活用した分業化を推進し、和牛受精卵を活用した乳肉複合

経営により所得を向上させ、安定した生乳生産体制の構築を図ります。

これまでの小規模一貫経営から肥育経営への転換による管理作業負担の低減と生産効率

の向上を図り、収益性の高い生産方式の導入を推進します。また、規模拡大意欲のある農家

に対し、機能高度化による衛生水準の高い豚舎環境の整備と、感染連鎖リスク防止のため農

場の分散管理を推進します。

適正な飼養環境の整備による生産性の向上を図り、意欲ある農家の規模拡大による省力

化及びコスト低減に努め、需要の動向に即した計画的な生産基盤の強化を図ります。また、

ＡＩやＩＣＴ技術を積極的に活用し、作業員間の接触を可能な限り減らす取組を行うなど、

疾病対策を考慮した生産体制の構築を図ります。

方針１ 肉用牛の振興

目標 肉用牛繁殖及び肉用牛肥育が持続的に安定して経営できる状態

方針２ 酪農の振興

目標 生乳生産が安定して行える状態

方針３ 養豚の振興

目標 養豚業が安定して経営できる状態

方針４ 養鶏の振興

目標 養鶏業の規模拡大及び生産性の向上が図られた状態
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野生動物の侵入防止対策など飼養衛生管理基準の順守及び指導を徹底した「農場防疫」と、

関係機関との役割を明確化するなど、地域ぐるみの防疫体制が構築された「地域防疫」の強

化による、防疫レベルの高位平準化を図ります。

今後の規模拡大に対応した持続可能な畜産経営の展開を図るとともに、脱炭素社会の実

現を目指し、畜産バイオマスから電力へのエネルギー転換の検討と、耕畜連携の更なる強化

により資源循環の促進に取り組みます。

関係機関と連携した販売戦略によるプロモーション活動により、市内産畜産物の露出拡

大と消費拡大を図りつつ、輸出先国から求められる検疫の規格基準に準拠した衛生管理手

法の生産段階への導入により、国内外への食肉の販売力強化を図ります。また、５年に一度

開催される全国和牛能力共進会において、「宮崎牛」の連覇に向けた取組を推進し、関係課

と連携した戦略的なプロモーションの展開により、「宮崎牛」の主要産地である本市の知名

度向上に努め、魅力発信を図ります。

＜目標値＞

方針５ 家畜防疫の強化

目標 地域ぐるみの防疫体制が図られた状態

方針６ 環境保全の推進

目標 畜産系バイオマス資源の活用が図られた状態

方針７ 食肉の販売力の強化

目標 市内産食肉の販売力の強化が図られた状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

肉用繁殖・肥育牛の飼

養頭数

30,278 頭 30,300 頭 30,300 頭 30,300 頭 30,300 頭

方針２

１頭当たりの年間乳

量

9,709kg 10,000kg 10,000kg 10,000kg 10,000kg
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＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針３

肉豚の出荷頭数
207 千頭 207 千頭 207 千頭 207 千頭 207 千頭

方針４

肉用鶏の出荷羽数

18,073

千羽

18,200

千羽

18,300

千羽

18,400

千羽

18,500

千羽

方針５

家畜防疫を促すため

の周知活動件数

12 件 13 件 13 件 13 件 13 件

方針６

家畜排せつ物の利用

率

94％ 95％ 96％ 97％ 98％

方針７

畜産業総生産額
366.3 億円 366.7 億円 367.1 億円 367.5 億円 367.9 億円

事業名 概 要

方針１ 肉用牛振興対策事業

本市畜産の基幹作目である肉用牛の振興対策とし

て、改良及び新生産技術の導入を図り、規模拡大に

よる増頭対策や高品質の牛肉生産を促進する。

方針１
優良肉用雌牛購入資金

貸付事業

市内の繁殖農家に対して、優良雌牛の購入資金の貸

付けを行い、地元保留を推進し、改良更新による繁

殖基盤の強化を図る。

方針１
肉用肥育素牛購入資金

貸付事業

肉用肥育経営の規模拡大に意欲的に取り組む肥育

農家に対して、肉用肥育素牛の購入資金の貸付けを

行い、地域内一貫生産体制を構築する。

方針１

方針２
牧場管理運営事業

民間事業者等が有するノウハウを広く活用し、農家

の飼養管理の負担軽減を図るとともに、地域の和牛

子牛頭数の維持に貢献する。

方針２ 酪農振興対策事業

優良乳用牛による生乳生産量の維持と小林市営牧

場を活用した後継牛の確保に取り組むとともに、酪

農ヘルパー組合の活用による労働の軽減を図る。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１

方針２

方針３

方針４

畜産競争力強化対策整

備事業

畜産クラスター協議会に所属する地域の中心的な

経営体が実施する規模拡大、飼養管理作業の効率

化、バイオセキュリティ機能の向上等に資する施

設・設備の整備費に要する経費の一部を助成するこ

とにより、地域における畜産の収益性の向上を図

る。

方針１

方針２

方針３

方針４

方針５

家畜衛生対策事業
小林市自衛防疫推進協議会等と連携し、各家畜防疫

対策事業を実施する。

方針６
バイオマスセンター管

理運営事業

畜産農家の家畜糞尿を小林市バイオマスセンター

で受け入れ、堆肥化処理を実施する。

方針７
農畜産物消費拡大推進

事業

小林市農畜産物消費拡大推進協議会を通じて、こば

やし秋まつりや県外宮崎牛指定店での販売促進支

援活動などＪＡ等と連携して消費拡大に取り組む。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市酪農・肉

用牛生産近代化

計画

酪農及び肉用牛

生産の近代化を

総合的かつ計画

的に推進するた

めの計画

酪農及び肉用牛生

産の振興に関する

法律

令和３年度

～令和12年度

（10年間）

連携

小林市バイオマ

ス活用推進計画

農山村地域にお

けるバイオマス

活用の一体的か

つ効果的な推進

を図るための計

画

バイオマス活用推

進基本法

令和８年度

～令和17年度

（10年間）

連携
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■現状と課題

商工業の振興については、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少しており、地域の事業者

において労働力不足や事業承継者の確保が困難な状況となっているため、持続可能な産業

活動の維持が課題となっています。そのため、後継者育成支援の充実や創業支援の強化を図

ることにより、地域の事業基盤を安定させる必要があります。

企業誘致と雇用の確保については、地域の雇用機会が限られており、若年層の流出が続き、

地元企業の人材確保が困難となっていることから、企業誘致により多様な産業構造の構築

を図るとともに、働き方改革の促進や、安定した雇用の創出と定着を目指す必要があります。

中心市街地の活性化については、人口減少や消費行動の変化により商店街の空き店舗が

増加している現状を踏まえ、地域商業の衰退を防ぐことが課題となっています。そのため、

空き店舗の利活用促進や新規創業支援を図ることにより、地域のにぎわいを創出し、持続的

な商業環境の形成を目指す必要があります。

■方針

商工会議所、各商工会、金融機関等と連携し、経営相談、経営指導や金融制度等の充実を

図ることにより、経営の安定化、雇用及びワーク・ライフ・バランスを見据えた職場環境の

改善を図るとともに、新規創業、起業、事業承継等を支援します。また、本市経済基盤の中

心である中小企業に対する支援を強化し、経済の活性化を推進します。

魅力ある雇用の場を提供するため、経営力のある企業や地域資源を活用する企業等の立

地を推進します。また、労働力を確保するため、既存事業者の支援を継続し、デジタルトラ

ンスフォーメーション（ＤＸ）の推進により生産性を高めます。また、関係機関と連携した

就労支援に努め、安心して働く雇用環境の整備を図るとともに、雇用機会創出のために多様

な働き方について推進します。

１－(３) 商工業を振興します

方針１ 商工業の振興

目標 商工会議所や商工会の会員数を維持した状態

方針２ 雇用機会創出の推進

目標 立地企業の新規雇用者数が増加した状態
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市内地域経済の活性化を図る上でも、中心市街地の果たす役割は大きいため、中心市街地

の回遊性を高め、市民や交流人口を促進する事業に取り組み、市内全体のにぎわい創出に努

めます。

＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

方針３ 中心市街地の活性化の推進

目標 中心市街地等の交流人口が増加した状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

商工会議所・商工会会

員数（累計）

1,312 人 1,312 人 1,312 人 1,312 人 1,312 人

方針２

立地企業における新

規雇用者数

15 人 15 人 20 人 20 人 25 人

方針３

中心市街地等におけ

る新規起業者数

５事業所 ２事業所 ２事業所 ２事業所 ２事業所

事業名 概 要

方針１ 商工業振興対策事業 市内商工業者の経営の安定化を図る。

方針１ 金融対策事業
金融支援により商工業者、中小企業者及び商店街の

経営の安定化を図る

方針１
経済対策住宅等リフォ

ーム促進事業

市内施工業者による住宅等の改修工事等を促すこ

とにより、市内経済の活性化を図る。

方針１ 新規創業者支援事業
若い世代が働くことのできる企業の創業支援を行

う。

方針２ 企業立地促進事業 企業立地の促進や立地企業に対する支援を行う。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針３
中心市街地等創業支援

事業

魅力ある商店街づくりにより、中心市街地の活性化

を図る。

方針３ 商工業イベント事業
にぎわい創出のため各種団体の支援を行い、新しい

人の流れを創り、交流人口の増加を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市創業支援

等事業計画

経済及び産業の

振興や雇用の創

出を図るため、

商工団体等との

連携を強化し、

中小企業の人材

育成をはじめ、

経営支援、創業

支援に資する施

策を推進するた

めの計画

産業競争力強化法

令和６年度～

令和 10年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

本市観光については、自家用車を利用した日帰り観光が主であり、宿泊観光を含めた滞在

時間の延長が課題であるため、広域的な観光地をめぐる観光プログラムの開発に取り組む

必要があります。

インバウンドについては、コロナ禍以降、回復が遅れている現状を踏まえ、プロモーショ

ン等を図ることにより、誘客を促進し、インバウンド増を目指す必要があります。

体験型の観光については、教育旅行等の需要が減少傾向にあり、高齢化による受入家庭も

減少していることから、料金改定など受入家庭が増える仕組みを構築する必要があります。

合宿及び大会誘致については、小林総合運動公園等の優れた施設の有効活用を図り、令和

９年に開催される国スポ・障スポを契機として、新たな競技団体や文化団体に対して、ＰＲ

等の誘致活動を実施することにより、合宿等を増やすことで、交流人口の増加を目指す必要

があります。

観光施設については、老朽化が顕著であり、修繕が必須であることから、利用者の利便性

向上のため、適切な維持管理に加え、時代に即した魅力的な施設を整備する必要があります。

■方針

観光地域づくりを推進するために、観光ＤＭＯによる地域の稼ぐ力を引き出し、インバウ

ンドや宿泊観光を含む地域一体となった取組を推進します。

豊かな自然を生かした農家民泊や農業体験等の地域の特性を生かしたグリーンツーリズ

ムやエコツーリズム等の体験型・滞在型観光を推進します。

地域資源を生かした各種大会や合宿誘致を積極的に行うとともに、スポーツイベントの

開催や支援を行い、周辺観光や地域経済の活性化を図ります。

１－(４) 観光産業を振興します

方針１ 観光ＤＭＯによる観光振興の促進

目標 観光入込客数が増加した状態

方針２ 体験型の観光地づくりの推進

目標 体験型・滞在型観光客数が増加した状態

方針３ スポーツを活用した観光の推進

目標 合宿受入件数が増加した状態
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地域資源を生かし趣向を凝らしたまつり等の観光イベントの開催を支援することにより、

観光客の誘致に取り組みます。また、小林区域、須木区域、野尻町区域の魅力ある観光地が

連携し、市民や観光客が楽しめる観光イベントの充実を図ります。

観光施設は、老朽化による改善が必要な施設が多く、観光客の利便性を確保するため年次

的に改修等を行うとともに、小林区域、須木区域、野尻町区域の特色や機能を明確にし、時

代に即した魅力的な施設の整備を検討します。

＜目標値＞

方針４ 観光イベントを活用した観光の推進

目標 観光イベント入込客数が増加した状態

方針５ 観光施設等の充実

目標 観光客が満足した状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

観光入込客数
579,498 人 650,000 人 670,000 人 690,000 人 700,000 人

方針２

体験型観光入込客数
508 人 600 人 650 人 700 人 750 人

方針３

合宿受入人数
1,576 人 1,650 人 1,700 人 1,750 人 1,850 人

方針４

観光イベント入込客

数

30,000 人 32,000 人 33,000 人 34,000 人 35,000 人
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＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１ 観光ＤＭＯ推進事業

地域の多様な関係者を巻き込み、観光地域づくりの

舵取りを担うＤＭＯを中心に戦略的なプロモーシ

ョンやコンテンツ形成による誘客促進や観光で稼

ぐ仕組みづくりを行う。

方針２ 体験型観光推進事業

グリーンツーリズム等の体験型観光の推進を図り、

交流人口の増加による観光振興や地域経済の活性

化を図る。

方針３ 合宿誘致推進事業
各種団体の合宿誘致や大会を誘致し観光振興を図

る。

方針４ 観光イベント運営事業
魅力あるまつりやイベントを開催し、交流人口の増

加と地域活性化を図る。

方針５ 観光施設維持管理事業

観光施設の老朽化が著しいことから、市民や観光客

の利便性を確保するため、維持管理を行うとともに

時代のニーズに即した改修等を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市観光振興

計画

地域一体となっ

た魅力的な観光

施策を提言し、

地域経済の活性

化のための観光

行政の指針とす

るための計画

観光立国推進基本

法

令和４年度～

令和８年度

（５年間）
連携
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■現状と課題

市のプロモーションについては、関係人口・交流人口の創出や地域経済の活性化を推進す

るために、対外的な認知度や地域イメージの向上を図り、地域固有の魅力や資源を再認識し

た上で、目的やターゲットを明確にした幅広い展開が必要です。

市民の郷土愛醸成については、将来的なＵターンや地元定着、地元との関係性強化につな

がるため、豊かな自然や歴史、文化等多くの魅力を掘り起こし、特に若者や女性に対して訴

求力のある事業展開や今後も住み続けたいと思える取組が必要です。

市政の情報発信については、インターネットの発達やスマートフォンをはじめとする情

報通信機器の普及により、情報を受け取る媒体や求める情報内容が世代により異なること

が顕著になっていることから、媒体ごとに主たる受け手となる層を意識した内容やその発

信方法を確立する必要があります。

広聴については、市民の市政への参画を図ることで公正で開かれた市政を推進するため、

制度と仕組みの理解を深めていく取組が必要です。

■方針

地域資源の見える化・魅せる化の取組強化をはじめ、マーケティング手法も活用した戦略

的なプロモーションの展開により、選ばれるまちを目指します。

市民が地域の魅力や特性を理解することでわがまちに誇りを持ち、将来的な定住やＵタ

ーンが促進され、多くの市民がまちづくりへの参画につながる機運づくりを進めます。また、

移住・定住促進のための総合的な支援を継続することより、社会減の改善を目指します。

市民一人ひとりが市の魅力や課題を知り、主体となって市政に参画するまちづくりを推

進するため、多様な情報発信手段を活用した効果的な広報・広聴活動を展開します。

１－(５) 戦略的なプロモーションを推進します

方針１ 戦略的プロモーションの推進

目標 本市に関わりを持つ人の数が増えた状態

方針２ 郷土愛醸成・向上の機運づくり

目標 市民のわがまちに対する誇りと愛着が向上した状態

方針３ 効果的な広報・広聴の展開

目標 市が発信した情報が市民に伝わった状態
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＜目標値＞

（※）ふるさと納税寄附者、こばやしファンサポーターズＣＬＵＢ会員、各ＳＮＳフォロア

ー及びふるさと住民登録者の総数

＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

本市に関わりを持つ

人の数（※）

165,753 人 166,600 人 171,400 人 176,300 人 181,100 人

方針２

「今後も小林市に住

み続けたい」と感じる

市民の割合（まちづく

り市民アンケート）

61.9％ 62.7％ 63.5％ 64.3％ 65.0％

方針２

社会増減数（転入数－

転出数）

△155 人
前年より

改善

前年より

改善

前年より

改善

前年より

改善

方針３

情報発信満足度（まち

づくり市民アンケー

ト）

32.7％ 33.0％ 34.0％ 35.0％ 36.0％

事業名 概 要

方針１

方針２

シティプロモーション

推進事業

戦略的プロモーションを展開し、ファン及び外貨の

獲得を図るとともに、獲得財源の活用により市民サ

ービス向上と地域活性の循環を生む取組を展開す

る。

方針１ ふるさと納税推進事業

地域資源の見える化・魅せる化の取組強化をはじ

め、マーケティング手法も意識した戦略的プロモー

ションの展開により、寄附額の増加に取り組む。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針２ 移住等促進支援事業

地域社会のアンコンシャス・バイアス等の意識変革

や魅力ある職場づくりにより、若者や女性が地方に

残りたい、東京圏から地方に戻りたい・行きたいと

思える地域づくりに取り組み、移住・定住を促進す

る。

方針２ 地域おこし協力隊事業

地域活性化の担い手確保や外部ならではの視点か

ら地域の魅力を再発見してもらうことで、地域にお

ける活性化の取組に新たな風を吹き込むために、地

域おこし協力隊の取組を行う。

方針２ 総合戦略推進事業

人口減少の緩和とその対応のために、少子化対策や

若年層の地元定着、転出者の将来的なＵターン促進

を重視した取組を推進する。

方針３ 広報広聴事業

広報紙の発行、市ホームページ及びＳＮＳの管理運

営を行い、市民のまちづくりへの参画意識の醸成を

図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

第３期てなんど

小林総合戦略

人口減少の緩和

及び市民生活の

質向上、地域経

済の活性化に関

する計画

まち・ひと・しごと

創生法

令和８年度～

令和 11年度

（４年間）

一体化
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■現状と課題

地域共生社会の実現については、福祉ニーズが多様化・複雑化する中で、属性や世代を問

わず、全ての住民一人ひとりが生きがいを持って安心して暮らせる地域づくりを進めるた

め、分野や制度を超えた総合的かつ包括的な支援を提供できる体制を整備する必要があり

ます。

地域のつながりや支え合いについては、少子高齢化や人口減少の進行、地域のつながりの

希薄化など地域社会を取り巻く環境が変化する中で、孤独・孤立が大きな問題となっている

ことから、支援を必要とする住民を早期発見して必要な支援につなげるために、地域の見守

り体制の充実と支え合い活動の推進を図る必要があります。

障がい者福祉については、障がい者やその家族がこれからの住居面や就労に関する不安

を抱えていることから、身近な地域で安心して生活できるように、障がい福祉サービスの充

実を図る必要があります。

生活困窮者については、経済的困難に加え、就労・健康・家庭問題・社会的孤立など、複

合的な課題を抱える生活困窮者が増加しており、既存制度の枠内では支援が届きにくいケ

ースも見られることから、より柔軟かつ継続的な支援が必要です。

■方針

困りごとや課題を抱えた住民を支援するため、包括的な相談支援を推進し、複合化・複雑

化した課題を抱えた世帯や支援の届かない人へ包括的な支援を行うための体制整備に取り

組みます。

健康でいきいきつながり合う笑顔のまち

２－(１) 市民福祉の充実を図ります

方針１ 地域共生社会の実現を目指す体制の整備

目標 分野や属性を問わずに相談を受け止め、包括的な支援につながる状態

２ 「いきいき」分野
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地域の見守りや支え合い活動を推進するため、民生委員・児童委員や地区・校区社会福祉

協議会、各種ボランティア団体の活動を支援し、地域福祉を支える担い手の育成に取り組み

ます。

障がい者が生涯心身ともに健康で生きがいや楽しみのある生活を送り、介助や支援が必

要になっても一人ひとりが尊厳を持ちながら、いきいきと住み続けられるまちづくりを推

進します。

生活困窮に至る要因が、複数の分野にまたがる複合的な課題を抱える者が多く含まれて

いるため、小林市生活自立相談支援センターを中心とした包括的な相談支援体制を強化し、

課題の早期把握と的確な支援への「つなぎ」を推進します。就労支援員や関係機関との連携

により就労支援を充実させるとともに、社会的孤立へのアプローチや官民連携による地域

資源の活用も進め、制度横断的で切れ目のない支援体制を促進します。

＜目標値＞

方針２ 地域福祉を支える団体及び担い手の育成

目標 地域での見守りが行われ、困りごとを抱えて孤独・孤立する住民が必要な相談

や支援につながる状態

方針３ 障がい福祉サービスの充実

目標 障がい者の生活面や就労面での不安が少なくなっている状態

方針４ 自立に向けた生活困窮者支援体制の強化

目標 生活困窮者が複合的課題に応じた相談・就労・社会的参加支援を受け、自立や

社会的つながりが促進された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

多機関協働による相

談受付延べ件数

808 件 840 件 876 件 912 件 960 件

方針２

小林市ボランティア

センターの登録団体

数（累計）

39団体 40団体 41団体 42団体 43 団体
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＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針３

就労継続支援（Ａ型）

の利用者数

19 人 22 人 22 人 22 人 22 人

方針４

支援完了者数（生活困

窮者）

76 人 80 人 80 人 80 人 80 人

事業名 概 要

方針１
重層的支援体制整備事

業

属性・世代を問わない包括的な相談支援を行う。ま

た、複合化・複雑化した課題を抱え、制度や分野の

狭間にある相談者に対しては、多機関協働による支

援を行い、課題の解決や伴走的な支援につなげると

ともに、参加支援や地域づくりにも取り組む。

方針２ 社会福祉管理費事業

保護観察活動と更生保護事業を行う小林地区保護

司会及び犯罪・非行防止や地域の青少年の健全な育

成に取り組む小林地区更生保護女性会に運営に要

する経費の一部を助成し、更生保護活動の推進及び

会の育成を図る。

方針２
民生委員・児童委員協議

会活動事業

地域住民の最も身近な相談者として、地域福祉の大

きな担い手となる民生委員・児童委員及び主任児童

委員の活動費及び協議会の運営に要する経費の一

部を助成し、活動の推進及び会の育成を図る。

方針２
社会福祉協議会活動事

業

小林市の社会福祉と地域福祉の中核を担う小林市

社会福祉協議会の運営に要する経費の一部を助成

し、社会福祉事業の振興、地域福祉の推進及び会の

育成を図る。

方針２ 地域福祉推進事業

高齢者、障がい者及び子どもの保健福祉の推進と地

域福祉の増進のため、社会福祉法人や地域福祉を推

進する民間団体が行う先導的な地域保健福祉推進

事業に助成し、地域福祉の向上を図る。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針３ 障がい者支援事業
障がい者のサービス等利用計画に基づき、障がい者

一人ひとりのニーズに応じたサービスを提供する。

方針４
生活困窮者自立相談支

援事業

経済的に困窮し最低限の生活を維持することがで

きなくなるおそれがある生活困窮者に対し、生活困

窮者自立支援法に基づく個々の状況に応じた支援

を行うことにより、自立の促進を図る。また、生活

困窮者に対する支援体制の強化が求められており、

就労準備支援事業・自立相談支援事業・家計改善事

業を包括的に実施する。

方針４ 被保護者就労支援事業

自立・就労に向けた様々な支援サービスを総合的、

一般的に実施することにより、生活保護受給者の福

祉の向上を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

第４期小林市地

域福祉計画・地

域福祉活動計画

地域福祉推進の

基盤や体制づく

りを推進するた

めの計画

社会福祉法

令和４年度～

令和８年度

（５年間）

連携

第５期小林市障

がい者計画

障害者のための

施策に関する基

本的な計画

障害者基本法

令和７年度～

令和 11年度

（５年間）

連携

第７期小林市障

がい福祉計画・

第３期小林市障

がい児福祉計画

障がい福祉サー

ビスの提供体制

の確保、その他

法律に基づく業

務の円滑な実施

に関する計画

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律・児童福

祉法

令和６年度～

令和８年度

（３年間）

連携
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■現状と課題

介護人材の確保については、介護保険サービス提供体制を維持するため、将来を見据えた

人材の確保やＡＩ、ＩＣＴ等を活用した業務の効率化を推進する必要があります。

自立支援型介護予防の取組については、高齢者が地域で健幸に暮らし続けるため、一人ひ

とりの人生の質・生活の質（ＱＯＬ）を高める必要があります。

認知症施策の推進については、認知症高齢者の割合が増加していく中、認知症になっても、

尊厳を保ち、安心して自分らしく暮らし続けられる地域の実現を目指す必要があります。

地域包括ケア推進体制の構築については、高齢者のみならず、多様な相談に対し、重層的

に対応できる体制整備を図るため、地域包括支援センターの機能の充実を図る必要があり

ます。

高齢者の社会参加、生きがいづくりについては、高齢化が進展する中、地域社会の活力を

維持・増進していくために、高齢者自身が地域社会を支える一員として、能力や経験を十分

に発揮し、活躍する社会の実現を図る必要があります。

生活基盤の充実については、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活し続けるために、

居住環境や交通手段をはじめとした生活環境の整備や、必要に応じた各種支援・福祉サービ

ス・公共サービス等の提供体制の整備を図る必要があります。

■方針

国、県の補助金等を活用し、ＩＣＴや介護ロボット等の導入を促すことで、市内全域での

介護業務の効率化や負担軽減に取り組むとともに、介護従事者や福祉医療専門職の担い手

の定着やキャリアアップへの支援を図ります。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業等により、介護予防や健康づくりについ

て広く普及啓発を行うとともに、自立支援型介護予防の取組を推進し、一人ひとりの人生の

質・生活の質（ＱＯＬ）の改善に努めます。

２－(２) 高齢者支援を推進します

方針１ 人材確保・定着の取組強化

目標 介護現場の人材の定着が図られた状態

方針２ 自立支援及び重症化予防型の介護予防・健康づくりの推進

目標 自ら介護予防に取り組む高齢者が増えた状態
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地域の特性に応じた認知症施策の推進により、新しい認知症観の理解促進に努めるとと

もに、司法機関、西諸２市１町、民間の団体等との適切な役割分担のもと、成年後見制度の

普及啓発や利用促進、後見人支援を推進します。

地域包括支援センターを中心に多様な相談に対応するとともに、支援が必要な高齢者に

必要な支援を適切に提供する体制を構築します。

高齢者が能力や経験を十分に発揮し、活躍する場の形成を支援することにより、地域社会

の活力の維持・増進、高齢者本人の健康づくりや介護予防及び生きがいづくりに取り組みま

す。

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活し続けるために、介護サービスの質を維持す

る観点から、居宅介護支援事業所等への支援を行い、介護サービス基盤の確保を図ります。

＜目標値＞

方針３ 総合的な認知症施策の推進

目標 新しい認知症観への理解や成年後見制度についての普及啓発が進んだ状態

方針４ 多様な主体による地域包括ケア推進体制（地域づくり）の構築

目標 地域包括支援センターに必要な人員体制が充実した状態

方針５ 高齢者が活躍する社会づくり

目標 高齢者の多様な活動への支援体制が充実した状態

方針６ 生活基盤の確保

目標 在宅介護サービスの質が維持された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

福祉人材確保対策支

援金活用新規就業者

の離職率

０％ ０％ ０％ ０％ ０％

方針２

長寿健診受診率
31.6％ 38.0％ 39.2％ 40.4％ 41.6％
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（※）生活支援コーディネーターが行う「サロン等通いの場」「一般介護予防教室等の地域

活動」の訪問を通した支援件数、市の補助金で支援する地域単位友愛クラブ数、市の補

助金で支援する友愛クラブ連合会の事業数及び市の補助金で支援するシルバー人材セ

ンターの事業数の合計

＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針３

出前講座及び認知症

サポーター養成講座

受講者数

785 人 800 人 800 人 800 人 800 人

方針４

地域包括支援センタ

ーにおける３職種（社

会福祉士、主任介護支

援専門員、保健師）の

充足率

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

方針５

高齢者の地域活動支

援件数（※）

1,047 件 1,030 件 1,030 件 1,030 件 1,030 件

方針６

ケアプラン点検実施

率（全事業所に対して

ケアプラン点検が実

施できた事業所の割

合）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

事業名 概 要

方針１
介護従事者確保等推進

事業

高齢者ケア人材確保等推進協議会の運営等を行い、

官民連携で人材確保策の検討及び推進を図る。

方針２

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的実施事

業

地域の健康課題の把握、分析を行い、身体的フレイ

ルを引き起こす可能性の高い高齢者に積極的に介

入し、セルフケア能力の向上を図る。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針３

認知症サポーター活動

推進・地域づくり推進事

業

認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活し

続けるために、認知症の人やその家族の支援ニーズ

と認知症サポーターによる支援をつなぐ仕組みを

整備し、共生の地域づくりを推進する。

方針３ 権利擁護推進事業

「にしもろ地区権利擁護推進センター中核機関つ

なご」を中心に、成年後見制度の普及啓発や利用促

進、後見人支援に取り組む。

方針４
重層的地域包括支援セ

ンター運営事業

地域包括支援センター運営方針等に基づいて、支援

を必要とする高齢者を把握し、適切な支援体制を構

築する。

方針５
重層的生活支援体制整

備事業

地域の日常生活上の支援を行うボランティアや、友

愛クラブ、シルバー人材センター、地域の通いの場

等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の

充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図る。

方針６
介護給付費等費用適正

化事業

ケアプラン点検を通して介護支援専門員やサービ

ス事業所のケアマネジメントの質の向上を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市高齢者保

健福祉計画

老人居宅生活支

援事業及び老人

福祉施設による

事業の供給体制

の確保に関する

計画

老人福祉法

令和６年度～

令和８年度

（３年間）

連携

小林市第９期介

護保険事業計画

介護保険事業に

係る保険給付の

円滑な実施に関

する計画

介護保険法

令和６年度～

令和８年度

（３年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市認知症施

策推進計画

市の実情に即し

た認知症施策の

総合的かつ計画

的な推進を図る

ための計画

共生社会の実現を

推進するための認

知症基本法

令和６年度～

令和８年度

（３年間））

連携

第二期にしもろ

地域成年後見制

度利用促進基本

計画

成年後見制度の

運用やネットワ

ーク構築を推進

するための計画

成年後見制度の利

用の促進に関する

法律

令和７年度～

令和９年度

（３年間）

連携
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■現状と課題

市民の健幸（ウエルネス）の推進については、「健康上の問題で日常生活が制限されるこ

となく生活できる期間」とされる健康寿命を延ばすことが重要であることから、平均寿命の

増加分を上回る健康寿命の増加を目指す必要があります。

健康増進の推進については、個人の行動と健康状態の改善が重要であるため、栄養・食生

活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒・喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善

に加え、生活習慣病の発症予防・重症化予防に取り組む必要があります。

市民の死亡数の中で最も多い死因については、約２割が悪性新生物（がん）であり、男性

では「気管、気管支及び肺」、「大腸」、「胃」が半数以上を占め、女性では「気管、気管支及

び肺」、「大腸」、「胃」に「乳」、「子宮」を加えて約半数となっていることから、健康診査や

各種がん検診の受診率向上に努めるとともに、疾病の予防と早期発見、早期治療に取り組む

必要があります。

市の人口 10 万人当たりの自殺死亡率については、国・県と比較して常に高い水準にあり、

本市の特徴として、高齢者の自殺が多く、女性より男性が多いことから、こころの健康に関

する周知・啓発や地域におけるネットワークの強化、自殺対策を支える人材の育成やうつ病

対策などを推進する必要があります。

健康長寿を目指した各種施策や事業については、比較的健康意識の高い一部の市民の参

加に留まっていることから、健康無関心層を含めたより多くの市民が主体的に健康づくり

に取り組みたくなるような事業展開や情報提供を行い、「誰一人取り残さない健康づくり」

を展開し、健康格差の縮小を目指す必要があります。

新興感染症を含む感染症については、市民一人ひとりの基本的な感染対策の強化が求め

られるため、感染症に関する知識の普及・啓発が必要です。また、予防接種で防ぐことが可

能な病気については、予防接種法に基づく接種勧奨等を行うとともに、新興感染症について

は、「いつ」「どこで」発生・流行するのか予測が難しいため、新型インフルエンザ等対策行

動計画に基づき適切に対処する必要があります。

■方針

健康で活動的に暮らせる健康寿命を延ばすため、健康づくりの第一歩として健（検）診を

受診し、自分の身体の状態を把握してもらえるよう、健康相談・健康教育・広報・街頭ＰＲ

等による啓発活動を推進します。

２－(３) 健康づくりを支援します

方針１ 個人の行動と健康状態の改善

目標 特定健康診査受診率の向上が図られた状態
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健康的な生活習慣を確立するために、ライフステージに応じた取組を進め、食生活の改善

や運動の習慣化による適正体重の維持、睡眠の質の向上や飲酒についての正しい知識、健康

リスクの低減等に関する啓発や保健指導を推進します。

各種健（検）診の受診率の向上を目指し、疾病の予防と早期発見・早期治療を推進します。

関係機関、医療機関、学校、家庭、地域等との連携や体制を強化し、こころの健康に関す

る周知・啓発や相談体制の充実を図り、自殺対策に取り組みます。

健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする、自然に健康になれる環境づく

りの取組を実施し、健康に関心の低い人を含む幅広い対象の多様な主体（市民、地域、学校、

団体、企業等）の参画による健幸づくりを推進します。

各種予防接種を勧奨し、感染症の予防を推進します。また、新たな感染症の情報を収集し、

市民に的確な情報提供を行うとともに感染症対策の普及啓発を推進します。

方針２ 生活習慣の改善

目標 市民が健康的な生活習慣を保持できる状態

方針３ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防の推進

目標 市民が健（検）診を積極的に受診し重症化予防に取り組む状態

方針４ こころの健康づくりの推進

目標 市民が自分や周囲の人のこころの不調に気づき、適切に対処できる状態

方針５ 社会環境の質の向上

目標 市民が自然と健康活動に取り組むことができ、習慣化できる状態

方針６ 感染症の予防の推進

目標 市民が予防接種を心がけ、感染症のまん延がない状態
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＜目標値＞

（※１）宮崎県健康づくり推進センターデータブック（令和６年に公表された値）

（※２）高齢者肺炎球菌感染症、高齢者インフルエンザ及び高齢者新型コロナウイルス感染

症の接種率

＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

特定健康診査受診率

（国保）

41.4％ 42.1％ 42.8％ 43.5％ 44.2％

方針１

健康寿命の延伸

（平均寿命－健康寿

命）（※１）

男性

1.25 年

女性

2.73 年

前年より

改善

前年より

改善

前年より

改善

前年より

改善

方針２

メタボリックシンド

ロームの該当者の割

合（40～74 歳）

男性

37.6％

女性

17.7％

男性

37.4％

女性

17.5％

男性

37.2％

女性

17.3％

男性

37.0％

女性

17.1％

男性

36.8％

女性

16.9％

方針３

大腸がん精密検査受

診率

66％ 68％ 70％ 72％ 74％

方針４

ゲートキーパー受講

者数（累計）

825 人 860 人 890 人 920 人 950 人

方針５

運動実施率（まちづく

り市民アンケート）

43.8％ 50.5％ 52.0％ 53.5％ 55.0％

方針６

予防接種の接種率Ｂ

類（※２）

32.5％ 33.0％ 34.0％ 35.0％ 36.0％

事業名 概 要

方針１ 特定健康診査等事業
生活習慣病対策を主眼とした特定健康診査及び特

定保健指導を実施する。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針２ 重症化予防対策事業

健康増進法・高齢者の医療の確保に関する法律に基

づき重症化予防事業を実施することにより、健康障

害を予防し、医療費適正化と市民の健康寿命の延伸

を目指す。

方針３ がん検診推進事業

健康増進法・がん対策基本法に基づき各種がん検診

を実施し、その事後指導を推進する。また精度管理

の向上に取り組む。

方針４ 自殺対策事業

自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づき、

自殺対策の取組を推進する。また、関係機関や関

係団体と連携し、地域一丸となって、自殺予防や

こころの健康づくりに対する正しい知識の普及啓

発等を行う。

方針５ 健幸都市推進事業

市民の歩くことの習慣化に重点を置いた取組の推

進により、個人の健康づくりや、地域や企業等が市

民の健康づくりを積極的に支援できる環境を整備

する。

方針６ 予防接種事業

予防接種法に基づき予防接種を行う。また、普及

啓発活動を行い、接種率の向上に努め、免疫保有

率向上による疾病発生の抑止に取り組む。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

健幸こばやし 21

（第三次）

市民の「健康」と

「幸せ」を横断

的に推進するこ

とで「健幸」のま

ちづくりを推進

するための基本

的事項を示し、

推進に必要な方

策を明らかにす

る計画

健康増進法

令和７年度～

令和 18年度

（12 年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市第３期保

健事業実施計画

（データヘルス

計画）

【第四期特定健

康診査等実施計

画を含む】

健康医療情報等

を活用・分析し、

被保険者の健康

課題を的確に捉

え、保険者（市）

等が効果的かつ

効率的な保健事

業の実施を図る

ための計画

国民健康保険法に

基づく保健事業の

実施に関する指針

令和６年度～

令和 11年度

（６年間）

連携

いのち支える小

林市自殺対策行

動計画-第３期-

保健、福祉、医

療、教育及び労

働等の団体、機

関及び事業所等

や市民により、

自殺に至る状況

を改善するため

の施策や取組を

まとめた計画

自殺対策基本法

自殺総合対策大綱

令和６年度～

令和 10年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

こども・若者の生活状況については、小学生年代では約８割が比較的満足した生活を送れ

ている一方、年代が上がるほど満足度が低下し、15 歳以上の若者の年代では約６割にとど

まっています。生活上の悩みを「相談できる相手がいない」こどもも一定割合存在している

ことから、全てのこどもが必要に応じて相談につながる体制づくりが必要です。また、こど

も基本法において、こども施策を実施する際に、こども・若者や子育て当事者の声を聴き、

反映させる必要があります。

児童虐待については、宮崎県内の相談対応件数が依然として高止まりしている状況であ

ることから、その発生予防・早期発見、早期対応を図るため、小林市こども家庭センターを

中心に関係機関の協力体制を強化する必要があります。また、ヤングケアラーについては、

こどもにとって身体的・精神的に重い負担がかかる状態であることから、その実態把握と適

切な支援が必要です。

子育ての状況については、悩みや不安を抱える保護者は多く、妊娠期から子育て期まで切

れ目ない支援を行う中で、相談できる窓口の量的確保を図るとともに、相談のしやすさとい

った質的確保が必要です。また、保護者と接する機会の多い教育・保育施設や放課後児童ク

ラブ等と連携し、身近な人・場所から専門的な支援につながる体制を構築する必要がありま

す。

母子保健については、こどもの健やかな成長を図るため、各種乳幼児健康診査等を実施し、

心身の発達や疾病等の早期発見・早期対応を行っています。これらの充実を図るためには、

教育、福祉、医療等の関係機関との連携が重要です。また、妊産婦や乳幼児の健康の確保、

こどもの生活習慣に関する指導、ＳＮＳとの付き合い方など、こどもを含めた家族全体の心

や体の健康について注目し、生涯を通じてそれぞれが主体的に健康管理を実践できる体制

づくりが必要です。

市内の未就学児については、約８割が市内外の教育・保育施設に入所していますが、近年

は、出生数の減少や育休制度により、入所児童数は減少傾向にあります。一方で、共働きや

就労形態の多様化により多様な保育ニーズへの対応や保育士等の人材確保も課題となって

います。保育人材の確保に努めるとともに、児童数の減少を見据えた今後の保育所等の運営

について検討を行う必要があります。

子育て支援の取組については、まちづくり市民アンケートでは子育て環境が充実してい

ると感じている市民は約３割、「安心して妊娠・出産・子育てができるまちづくり」が実現

できていると感じている市民は約１割にとどまっています。児童手当や医療費助成、保育料

の軽減等、保護者ニーズを踏まえた子育て支援策を推進するなど、子育て環境の更なる整備

を図る必要があります。

２－(４) こども・子育てを支援します
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ひとり親家庭については、子育てと生計の担い手を一人で負うことが多く、日常生活で

様々な問題に直面しています。ひとり親家庭の自立した生活とこどもの健やかな成長を図

るため、経済的支援を行うとともに、就業が困難な方への支援や子育てサービスの情報提供、

相談体制の充実を図る必要があります。

こどもの貧困問題については、健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が確保され

ず、権利が侵害された状況となっているこどもがいます。生まれ育った環境に左右されずに

成長できるよう、関係機関と連携して実態を把握するとともに、貧困の連鎖を防ぐための支

援が必要です。

少子化の進行については、結婚や出産に対する意識の変化や子育てに関する不安や経済

的負担が要因として考えられます。若年女性の人口減少とあいまって出生数が減少傾向で

推移しておりますが、若者一人ひとりが将来に向けたライフプランを立て、希望する未来の

実現に向けた行動ができるよう、意識の醸成を図るとともに、結婚やこどもを持つことに対
する希望をかなえられる環境づくりが必要です。

仕事と子育ての両立支援については、女性の就業率が上昇し、共働き世帯の割合は上昇傾

向で推移していますが、結婚・出産・育児を要因とする離職が生じている状況が見受けられ

ます。また、幼児期の教育・保育施設については、希望する人が利用できる状況にあります

が、放課後児童クラブの利用については、高学年児童についても一定のニーズがあることか

ら、保護者のニーズを満たす提供体制の整備が必要です。

■方針

こども・若者のニーズを的確に捉え、施策の実行性を高められるよう、当事者の意見を聴

き、施策に反映される取組を推進します。

児童虐待防止対策として、医療、保健、福祉、教育、警察等の地域における関係機関の連

携協力体制を強化し、支援対象児童、保護者等の早期発見、早期対応に努めます。また、体

罰によらない子育てを含む児童虐待の認識や通報の仕組みに係る周知啓発を行い、地域全

体で見守る環境づくりを推進します。

小林市こども家庭センターを中心に、妊娠期から子育て期まで切れ目なく、心身ともに健

康で、楽しく妊娠・出産・子育てができるよう取り組みます。また、こども・若者が、社会

的に自立するまで、安心して健やかな生活が送れるよう、地域と連携した支援体制の構築を

図るとともに、こども・若者のニーズに応じた情報発信の充実に努めます。健康にこどもを

方針１ こども・若者の権利を守る取組の推進

目標 こども・若者の権利が守られている状態

方針２ ライフステージに応じて切れ目なく支える取組の充実

-97-



生み、こどもが健やかに育つよう、産前産後から育児期にわたり切れ目のない相談体制とラ

イフステージに応じた支援の充実を図ります。

就学前児童の健やかな成長を育むため、適切な教育・保育施設環境を確保し、質の高いサ

ービスを提供します。特別な支援を必要とする児童の受入れ体制の整備など、保護者の多様

化するニーズを把握し、これに対応するサービス提供体制の構築に努めます。また、子育て

家庭が安心して子育てできるよう、地域子育て支援センターや放課後児童クラブ等の子育

て支援に係る機能の充実を図ります。

ひとり親家庭に対して、支援制度の周知、相談体制の充実、児童扶養手当や医療費助成等

の経済的支援、就労支援、生活支援及び教育支援の自立支援を総合的に行うことで、ひとり

親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ります。また、地域におけるこどもの貧困に係る理解

促進及び連携深化を図るとともに、本市の現状を十分に把握し、要支援世帯に対する生活支

援等を関係機関等と連携し、協力して問題解決に向けて取り組みます。

希望する人が安心して妊娠、出産及び子育てができる環境づくりと、それを地域全体で支

える機運醸成を図る取組を推進するとともに、若い世代の出会いの場から結婚、妊娠、出産、

就労及び住まいまで総合的な支援を行います。なお、少子化対策の推進に当たっては、個人

の選択の自由や多様化に十分に配慮します。また、こどもたちが健やかに成長できるよう、

家庭、地域、学校、各種団体等が連携を強化し、こどもの福祉の向上を図る環境づくりを推

進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの実践や仕事と生活の両立を応援する事業所等

への働きかけを行い、社会全体でこどもの成長を育むまちづくりを推進します。

目標 ライフステージに応じて切れ目なく支えられている状態

方針３ こども・若者と子育て家庭を支える取組の充実

目標 こども・若者と子育て家庭が支えられている状態

方針４ 困難を抱えるこども・若者や家族を支える取組の推進

目標 困難を抱えるこども・若者や家族が支えられている状態

方針５ 若い世代の安定した生活基盤を支える取組の推進

目標 若い世代の安定した生活基盤が支えられている状態
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＜目標値＞

（※）全てのこども・若者が心身の健康や周りの環境に関係なく健やかに成長し、将来にわ

たり幸せに生活することができる社会

＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

「こどもまんなか社

会（※）の実現に向か

っている」と思う人の

割合

16.9％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％

方針２

「子育て環境が充実

している」と感じる市

民の割合

31.2％ 32.5％ 35.0％ 37.5％ 40.0％

方針３

この地域で今後も子

育てしたいと思う保

護者の割合

86.5％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％

方針４

児童扶養手当の全部

支給世帯割合

44％ 43％ 42％ 41％ 40％

方針５

女性 1,000人当たりの

出生数

31.7 人 31.7 人 31.7 人 31.7 人 31.7 人

事業名 概 要

方針１ 児童福祉総務事業
小林市こども計画の進捗確認や子ども・子育て会議

を開催する。

方針２
こども家庭センター事

業

こどもとその家庭、妊産婦等を対象に、相談、関係

機関との調整等こども家庭支援全般に係る業務を

包括的に行う。

方針２ 母子保健事業

母子保健法、発達障害者支援法等に基づき、妊産婦

及び乳幼児へ各種教育、健康相談、健康診査等、母

子保健に関する総合的な事業運営を推進する。
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事業名 概 要

方針２ 産前産後支援事業
妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を

行う。

方針２ 子ども医療費助成事業
児童の医療費自己負担の一部を助成し、保護者の経

済的負担を軽減し健やかな成長を支援する。

方針３
ファミリー・サポート・

センター事業

相互援助活動を通して、地域全体で子育て家庭の支

援を行い、安心してこどもを生み育てる環境整備を

図る。

方針３
児童福祉施設管理運営

事業

私立保育所、幼稚園、認定こども園等の運営及び一

時預かり保育、延長保育、病後児保育事業等を実施

し、幼児期の教育・保育施設環境の量的及び質的確

保を図る。

方針３

重層的支援体制整備事

業（地域子育て支援拠点

事業）

子育て支援センターを拠点として地域における子

育て家庭の交流を促進し、子育て支援機能の充実を

図り、こどもの健やかな育ちを支援する。

方針３
放課後児童健全育成事

業

昼間、就労等により家庭に保護者のいない児童を対

象として、放課後児童クラブを開設し、放課後の児

童の安全な居場所を確保する。

方針４
ひとり親家庭自立支援

事業

ひとり親家庭の保護者が自立を目指すため資格取

得や就労相談、その他の資金貸付け等の相談及び受

付を行い自立に向けた総合的支援を行う。

方針４ 児童扶養手当給付事業
児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭に手当を支

給し、生活の安定と自立促進を図る。

方針４
ひとり親・寡婦医療費助

成事業

ひとり親家庭及び寡婦の医療費自己負担の一部を

助成し、経済的負担の軽減と健康増進と福祉の向上

を図る。

方針４ 子どもの貧困対策事業

こどもの現在及び将来がその生まれ育った環境に

より左右されることがないよう、また、貧困が親か

ら子へ世代を超えて連鎖することがないようこど

もの貧困対策を推進する。

方針５ 少子化対策事業
結婚やこどもを持つことを希望する若者の経済的

支援や共働き世帯の養育環境の改善を図る。

方針５ 児童手当給付事業

児童手当法に基づき、児童を養育しているものに手

当を支給し、家庭における生活の安定と次代を担う

児童の健全な育成及び資質の向上を図る。
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＜関連する個別計画＞

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市こども計

画

こども施策の総

合的かつ一体的

な推進を図るた

めの計画

・こども基本法

・子ども・子育て支

援法

・次世代育成支援

対策推進法

・こどもの貧困の

解消に向けた対策

の推進に関する法

律

・子ども・若者育成

支援推進法

・少子化社会対策

基本法

令和７年度～

令和 11年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

初期救急医療体制については、西諸医師会との連携・協力のもと、第８次宮崎県医療計画

に基づく日曜祝日在宅当番医制や時間外急病診療当番体制等の診療体制が構築できていま

す。しかしながら、対応する医師の高齢化や深夜帯の患者受入が困難なことから、都城夜間

急病センターの利用協定締結など二次医療圏を越えた広域的な連携を図る必要があります。

二次救急医療体制については、宮崎大学に開設した寄附講座により小林市立病院の体制

充実を図っていますが、小児科や産婦人科等の専門的な診療科は他の二次医療圏に頼らざ

るを得ない状況です。宮崎県や大学等の関係機関及び西諸医師会や西諸広域行政事務組合

消防本部と連携し、医師等の確保や安全な搬送体制を構築する必要があります。

医師・医療従事者確保の推進については、西諸医療圏で唯一の地域医療支援病院である小

林市立病院において、内科医をはじめとする常勤医師の不足が続いていることに加え、常勤

医師の高齢化も深刻な問題となっています。かかりつけ医の支援体制の構築やチーム医療

を推進するために、宮崎県や大学等の関係機関及び西諸医師会と連携し、医師や各種医療従

事者を確保する必要があります。

地域医療への住民参画の促進については、地域医療を維持・強化するためには、限りある

医療資源を大切に利用することに対する住民の理解、一人ひとりの健康づくりへの意識の

向上が必要不可欠です。地域医療や健康を守る活動に取り組む住民団体との連携をはじめ、

関係機関等との協働による取組を推進する必要があります。

高齢社会における医療提供体制の確保については、今後ますます高齢化が進む状況にお

いて、患者の看取りのニーズや医療費増大などにより、多様な在宅医療の需要が高まってい

ます。小林市立病院においても在宅医療の取組を促進するとともに地域の医療機関等との

連携を推進する必要があります。

災害医療（新興感染症含む。）体制については、感染症指定医療機関及び災害拠点病院で

ある小林市立病院では、新興感染症や大規模地震等の災害発生時に対応することが求めら

れているため、専門的知見をもったスタッフの確保や施設整備を拡充する必要があります。

２－(５) 地域医療の体制の確保に取り組みます
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■方針

西諸医師会、大学等を含めた医療機関、西諸広域行政事務組合消防本部、小林保健所等の

関係機関と連携を図り、救急医療体制の継続及び強化に取り組みます。併せて、今後予見さ

れる大規模災害（新興感染症含む。）時の医療体制についても調査・研究を進めるとともに、

適正な災害医療体制の構築及び強化に取り組みます。

身近な地域で受診できる体制を確保するため、西諸医師会、大学等の関係機関、県、西諸

圏域の自治体、地域医療市民活動団体などと連携し、医師をはじめとする医療従事者の確保

や地域での人材育成に取り組むとともに国や県に対する要望活動を継続します。また、かか

りつけ医を持つことや適切な受診を心がけるなど、地域医療を守り・育てる意識の醸成を推

進します。

小林市立病院が公立病院としての役割を果たせるように医師の確保を図り、救急医療体

制やかかりつけ医の後方支援体制を整えることで、地域医療支援病院、感染症指定医療機関

及び災害拠点病院としての機能の確保に取り組みます。

＜目標値＞

方針１ 救急医療、災害医療体制の継続・強化

目標 救急、災害（新興感染症対策含む）時の医療体制が整備された状態

方針２ 西諸医療圏の医療体制の堅持

目標 西諸医療圏の医療体制が確保された状態

方針３ 小林市立病院の役割・機能の確保

目標 小林市立病院の役割・機能が確保された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

日曜祝日在宅当番医

制の開設率

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

方針２

小林看護医療専門学

校の卒業生の地域就

職者数

16 人 16 人 16 人 16 人 16 人
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＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針３

小林市立病院の常勤

医師数

13 人 14 人 14 人 14 人 14 人

事業名 概 要

方針１ 救急医療対策事業

安心できる地域医療体制の確保を図るため、休日及

び夜間における救急患者の医療を確保し、救急医療

体制の整備を行う。

方針１ 災害救急医療連携事業

宮崎大学医学部に災害医療・救急医療に関する研究

を行う寄附講座を開設し、県内災害拠点病院の相互

支援、小林市立病院への医療支援、次世代への人材

育成に取り組む。

方針２ 地域医療対策事業
全国的な課題である医師偏在による医師確保対策

を始め、地域医療の体制の維持、強化を推進する。

方針２ 医療人材確保推進事業

看護師等の医療従事者を安定的に確保するため、奨

学金の貸与や奨学金返還の一部補助、実習補助等を

行う。

方針２ 市民活動支援事業

地域医療の充実の必要性や重要性等を住民団体の

連携や自主的な活動等により広く周知するととも

に、医療資源を大切にし、地域医療を守り育てるま

ちづくりに寄与する活動を行う。

方針３ 病院事業

二次医療における救急や精密検査、手術等、地域に

不可欠な医療の提供体制を維持、強化するため、小

林市立病院経営強化プランを確実に推進し、持続可

能な病院経営の実現に取り組む。
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＜関連する個別計画＞

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市立病院

経営強化プラン

地域医療提供体

制を確保するた

め、持続可能な

病院経営の実現

に向けた施策等

を定める計画

持続可能な地域医

療提供体制を確立

するための公立病

院経営強化ガイド

ライン

令和６年度～

令和９年度

（４年間）

連携
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■現状と課題

学校教育については、全国的に急速な少子化が進行する中、本市においても児童生徒数の

減少による学校の小規模化が進んでいくことから、こどもたちにとってよりよい教育環境

を確保するため、今後の市内小中学校の在り方を検討し、方針を定める必要があります。ま

た、これからの時代を生きるこどもたちについては、急激な社会変化やグローバル化、高度

情報化などに対応できる社会的な自立に向けて、知識・技能に加えて、学ぶ意欲や学び方の

育成、持続可能な社会の担い手となるための創造力・行動力・郷土愛の育成を図る必要があ

ります。そのため、学校と家庭、地域社会、行政等が連携・協働して、市民総がかりによる

教育を推進する必要があります。

幼保小の連携については、家庭の教育力の向上を図るため、就学前教育の充実及び小学校

への円滑な接続を図る必要があります。

小中学校と高等学校等の連携については、地域の教育や発展に関わる多くの関係者がそ

れぞれの強みや知見を生かし、協働による教育を行う必要があります。

児童生徒の確かな学力については、グローバル化や高度情報化等の新しい時代に対応し

た教育を提供するため、教員の授業力の向上やＩＣＴを活用した教育、情報活用能力の向上、

外国語教育等を充実させながら、主体的に学習に向かう力を育成することが必要です。

生徒指導上の課題については、それらを取り巻く状況も多様化・複雑化していることから、

道徳教育や人権教育の推進、教育相談体制の充実、多様な学びの場の確保など、一人ひとり

の課題に応じた適切な対応が必要です。

健やかなからだを育む体力・健康づくりについては、生涯にわたって健康な生活を送り、

心身の健康を保持するための基礎となるものであることから、学校教育活動全体を通じた

児童生徒の体力の向上及び健康教育を充実する必要があります。

特別支援教育については、特別支援学級の在籍者数が増加傾向にあり、特別支援教育のニ

ーズは高まっていることから、インクルーシブ教育システムの視点に基づく、個に応じた指

導や支援を行う体制を充実していくことが必要です。

生涯を通して学び合い育ち合うまち

３－(１) 学校教育を充実します

３ 「まなび」分野
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キャリア教育については、こどもたちの社会的、職業的自立の基盤となる能力や態度を育

成するため、学校と家庭、地域社会、産業界等の連携、協働の体制の構築が必要です。

協働の学校づくりについては、教育の質の向上や、多様な学びの機会の創出、郷土愛の育

成を図るために、学校と地域が連携した教育を推進していくことが必要です。

教職員が担う業務については、学校を取り巻く環境の多様化・複雑化に伴い、質・量とも

に増加している状況にあります。教職員の働き方改革については、これまでの取組により、

一定の成果が見られますが、今後も教職員が心身ともに健康な状態で教育活動に専念でき

る環境を確保することが必要です。

学校施設については、建設から 50 年以上経過し、老朽化した校舎が増えている状況にあ

り、危険箇所や不具合が生じていることから、年次的に学校環境の整備を行う必要がありま

す。今後、市内小中学校の在り方を検討する中で、小林市学校施設長寿命化計画の見直しや、

他の公共施設との集約化や複合化等も検討していくことが必要です。

■方針

今後の市内小中学校の在り方について、令和７年２月に小林市教育みらい検討委員会か

ら提出された提言書を基にこどもたちや保護者、地域と意見交換等を行った結果を踏まえ、

市としての方針を定めます。

「生きる力」の構成要素である「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」をバランス

よく身に付けさせる教育の充実を図るため、全小中学校が連携型の小中一貫教育に取り組

みます。

家庭の教育力の向上を図るため、未就学児童やその保護者への学びを支援するとともに

幼保小が連携した教育に努めます。

持続可能な社会の担い手づくりのため、市内にある高等学校等の教育機関との連携を図

り、一貫性と継続性を持った教育を推進します。

グローバル化や高度情報化の進展に伴い、教員の指導力やＩＣＴを活用した教育、児童生

徒の情報活用能力を向上させる取組が求められています。そこで、タブレット型パソコンの

方針１ よりよい教育環境の確保

目標 こどもたちにとってよりよい教育環境が確保された状態

方針２ 一貫性のある教育の推進

目標 児童生徒が主体的に学習に取り組む意欲が向上している状態

方針３ 確かな学力を育む教育の推進と充実
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効果的な活用による授業等の研究成果を市内の全小中学校に広げることで、ＩＣＴ教育の

充実を図ります。さらに、小学校の外国語（英語）の教科化を踏まえ、外国語教育の充実を

図ります。

ＩＣＴ機器を積極的かつ効果的に活用するとともに、外国語指導助手の活用による外国

語活動等を推進することで、教育の質の向上や一人ひとりの個性に応じた学習を実現し、主

体的に取り組む児童生徒の育成を図ります。

学校図書館の教育機能を高めるため、学校と学校図書館支援センターが連携し、児童生徒

の豊かな心と主体的に学習する態度の育成を図ります。

道徳科を要とした道徳教育の推進体制を整備するとともに、教職員の人権感覚の高揚や

指導力の向上を図るための研修会を定期的に実施し、学校と家庭が連携した取組を行う等、

学校における人権教育の充実を図ります。

教育相談体制の充実やスクールソーシャルワーカーの効果的な活用を図り、教育支援セ

ンター及び校内教育支援センターを設置し多様な学びの場を確保することで、一人ひとり

の課題に応じた適切な対応に努めます。

生涯にわたって健康な生活を送るために、学校における体力づくりの推進を図るととも

に、各種健康診断の実施や疾患等から身を守る指導の充実を図ることで健やかな体を育む

教育を推進します。

就学前からの一貫した支援体制の確立や合理的配慮の提供、特別支援教育支援員を適切

に配置することで、特別な支援が必要な児童生徒に対応した教育の充実を図ります。

目標 ＩＣＴや外国語指導助手、学校図書館を活用した効果的な学習指導が行われ

ている状態

方針４ こころの教育の推進と多様な学びの場の確保

目標 児童生徒の道徳性や人権感覚が高まり、いじめや不登校等、児童生徒が抱える

問題が解消した状態

方針５ からだの教育の推進と充実

目標 健康な児童生徒が育ち、体力が向上した状態

方針６ 特別支援教育の推進と充実

目標 一人ひとりのニーズに応じた特別支援教育が行われている状態
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児童生徒の社会的、職業的自立の基盤となる能力や態度を育成するために、学校と家庭、

地域社会、産業界等の連携、協働の体制の構築によるキャリア教育を推進します。

地域とともにある学校づくりを一層推進することにより、市民総がかりによる教育推進

体制の構築を図ります。

教員以外の専門スタッフ等が学校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」を推進す

るとともに、学校や教員の業務を見直し、教員が担うべき業務に専念できる環境を整備する

ことで、学校における指導体制の充実を図ります。

中学校部活動における教員の負担軽減を図るため、地域クラブ活動を推進し、長時間労働

の改善に努めます。

こどもたちに効果的な教育を行うため、教職員が心身ともに健康な状態で教育活動に専

念できる環境を確保し、教育の質の向上を図ります。

学校施設については、老朽化や児童生徒数についても減少傾向が続くことが予想される

ため、適正な維持管理や少子化を考慮した学校施設の在り方について検討し、安心・安全な

施設環境の確保や教育環境の質的向上を図ります。また、小林市学校施設長寿命化計画に基

づき、効率的で計画的な施設整備を図ります。

＜目標値＞

方針７ キャリア教育及び協働の学校づくりの推進と充実

目標 地域住民の学校への関心が高まり、学校と家庭、地域社会、産業界等の連携、

協働により、小中学校が一貫したキャリア教育に取り組んでいる状態

方針８ 学校における働き方改革の推進

目標 教員が児童生徒とじっくりと向き合えている状態

方針９ 学校教育施設の整備と充実

目標 学校施設の整備が行き届いた状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１、方針２、方針

３

学びたい度（※１）

89.3％ 91.0％ 92.0％ 93.0％ 94.0％
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（※１）全国学力・学習状況調査の質問項目から、「学校に行くのは楽しいと思いますか。」

など、４項目を抽出し集計

（※２）いじめを認知した件数のうち、解消しているものの割合

（※３）県平均を上回った学年数

＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針４

いじめの認知解消率

（※２）

87.5％ 100％ 100％ 100％ 100％

方針５

新体力テスト結果

（※３）

９学年 ９学年 ９学年 ９学年 ９学年

方針７

授業に協力できる企

業登録数（累計）

129 社 140 社 145 社 150 社 155 社

方針８

時間外勤務が月 45 時

間未満の教職員の割

合

75.4％ 78.0％ 79.0％ 80.0％ 81.0％

事業名 概 要

方針１
学校と地域の未来創生

事業

今後の市内小中学校の在り方を検討し、よりよい教

育環境の確保を行う。

方針２ 教育研究事業

全ての小中学校で連携型小中一貫教育を実施する

とともに、小中一貫教育推進モデル校を設置し、一

貫教育の推進の在り方について研究を進める。

テーマに沿った講演会の開催や、魅力ある授業づく

り研修会、授業力向上のための論文募集や小林教育

研究センターによる授業研究を実施する。

方針３
過小規模校等教育充実

事業

豊かな自然や地域の素材を生かした特色ある教育

活動の実施や、複式指導の充実を行い、小規模学校

教育の充実を図る。
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事業名 概 要

方針３
学校図書館教育推進事

業

学校図書館支援センターを設置するとともに、各小

中学校に学校図書館協力員を配置し、学校図書館機

能の確立及び充実を図る。

方針３ 小学校副読本整備事業

社会科副読本「わたしたちの小林市」を給与し、授

業での活用を図ることで、郷土への理解を深めると

ともに、郷土に対する誇りと愛着を育む。

方針３ 外国語教育推進事業
外国語指導助手を活用した、外国語コミュニケーシ

ョンや外国文化体験活動を行う。

方針３ ＩＣＴ教育推進事業

ＩＣＴ機器を活用した教員の指導能力の育成を行

うとともに、学習指導要領に沿った情報活用能力の

育成を図る。

方針４
子どもの悩みレスキュ

ー事業

児童生徒が抱える悩みや問題の未然防止、早期発見

や早期解決を図るため、スクールソーシャルワーカ

ーや支援員を配置し、相談体制の充実を図る。

教育支援センター等の設置により、多様な学びの場

を確保し、個々の課題に応じた適切な対応に努め

る。

方針５ 学校保健管理事業

児童生徒の各種健康診断、教職員の定期健康診断、

就学時健康診断等の定期健康診断に加え、小児生活

習慣病予防健診やフッ化物洗口を実施する。

方針６ 特別支援教育事業

特別な支援を必要とする児童生徒に対し、特別支援

教育支援員を配置するなどして、生活支援や学習支

援等の適切な教育的支援を行う。

方針７
協働の学校づくり支援

事業

学校と地域社会にある教育資源をつなぐ「小林市キ

ャリア教育支援センター」を設置し、小中学校に教

育資源やキャリアプランニングの提供を行う。

保護者や地域住民等が学校と一体となって学校運

営に参画することで、地域に開かれ、支えられる「地

域とともにある学校づくり」を推進する。

方針８
スクールサポートセン

ター（ＳＳＣ）運営事業

スクールサポートセンター（ＳＳＣ）を設置し、学

校事務の効率化や教職員の事務負担の軽減を図る。

-111-



＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針８
次世代の子どもを育む

学校指導体制推進事業

教員以外の専門スタッフ等が学校運営や教育活動

に参画していく「チーム学校」を推進するとともに、

学校や教員の業務を見直し、教員が担うべき業務に

専念できる環境を整備する等、学校指導体制の充実

を図る。

方針９ 施設維持補修事業

児童生徒が安心・安全に学校教育活動を行えるよ

う、学校施設環境を充実、改善し、教育環境の質的

向上を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市教育振興

基本計画

本市の教育にお

ける基本方針及

び学校教育、社

会教育、スポー

ツ推進の各分野

における重点施

策並びに各種事

業に関する計画

教育基本法 毎年見直し 連携

小林市学校施設

長寿命化計画

今後の学校施設

の在り方につい

て多方面から検

討し、安心・安全

な施設環境の確

保や教育環境の

質的向上を図る

ために、施設の

長寿命化につい

ての方針を定め

る計画

なし

令和３年度～

令和 42年度

（40 年間）

連携
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■現状と課題

生涯学習については、社会の変化に主体的に対応し、生涯にわたってゆとりと生きがいの

ある充実した生活を送るため、絶えず新たな知識・技術への対応や人権教育の充実が必要で

す。

家庭教育については、少子化など家庭を取り巻く環境の変化に伴い、子育てに不安や負担

感を抱く親が増加傾向となっているため、社会全体が家庭における子育てや教育を応援し、

支えていくことが必要です。

こどもたちの健全育成については、「地域のこどもは地域で守り育てる」という気運の醸

成を図るため、地域活動団体との連携強化やこすもす科による総合的学習及びキャリア教

育による体験活動の充実を図るとともに、あらゆる活動を通じてコミュニケーション能力

の向上や国際化への対応が必要です。また、読書活動を推進するため市立図書館や学校図書

館との連携が必要です。

文化・芸術に接する機会の創出については、市民に対して文化的意識の向上を図り、心の

豊かさを求めていく対応が必要です。また、文化会館では、魅力ある自主文化事業を提供す

るための情報収集に努めていますが、事業内容を充実し、多様な情報発信と機会を増やすこ

とで、市民が文化・芸術活動に直接携わる動機づくりに寄与する工夫が必要です。

文化財については、地域の自然、歴史及び文化に関心を持った市民や学校などによる文化

財案内の要請が増えている状況にあり、ガイドボランティアの協力を得て、歴史的経緯など

の周知拡大に取り組んでいます。しかし、文化財案内対象者が限定的なものに留まっている

ため、文化財と観光施設などの他分野との連携を構築した上でそれを有効に活用し、地域の

文化財や伝統文化への理解を広め、郷土愛の醸成を図ることが必要です。また、各地域で継

承されている郷土芸能は、後継者不足により世代交代が進まないことで保存活動の存続が

危ぶまれており、地域の連携強化や学校を巻き込んだ継承活動が必要です。

社会教育施設については、老朽化により年を追って維持管理のための経費がかさむ状況

にあり、抜本的に施設の利用形態や維持管理の見直しを行い、必要な施設を整備するととも

に、災害時の避難所としての機能を補完する施設整備が必要です。

３－(２) 生涯学習を推進し、文化・芸術を振興します
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■方針

市民一人ひとりが生涯を通して学ぶことのできる環境を整備し、多様な学習機会を提供

するとともに、地域の教育力向上のため、地域人材の発掘やリーダー育成に取り組みます。

また、家庭教育の重要性の啓発、生涯現役として人生を送れる活動の推進、豊かな人権感覚

を身に付ける学習等の活動に取り組みます。

こどもの放課後、週末等における安心・安全な活動拠点（居場所）を設け、勉強、スポー

ツ、文化活動、地域住民との交流活動等の遊びを通して、創造性豊かな人間性を育むととも

に、地域でこどもを育てる環境づくりを推進します。

こばやしスクールサポートボランティアセンター（ＫＳＳＶＣ）のサポートのもと、地域

住民や関係団体、企業及び保護者の幅広い参画を得て、地域全体でこどもたちの学びや成長

を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパート

ナーとして連携・協働して行う様々な活動を推進し、青少年を取り巻く環境の健全化や地域

の教育力向上、地域づくりを図ります。また、国際交流員を学校に派遣することで、異文化

に触れる機会を提供します。

市立図書館と学校図書館の連携及び読み聞かせグループや市内の絵本館のほか、関係市

民団体との協働により、全ての市民が生涯を通して読書活動に触れ合える体制を整備しま

す。

方針１ 生涯学習の推進と地域の教育力の向上

目標 より多くの市民が学習活動や地域活動等に参加し、喜びや幸せを感じる状態

方針２ 放課後子ども教室の充実

目標 放課後子ども教室が確保されている状態

方針３ 学校支援の充実

目標 各学校で学習支援活動等の諸活動が支援されている状態

方針４ 読書活動の充実

目標 図書情報や図書に触れる機会を充実し、市民が気軽に図書館を利用できる状

態
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良質な文化事業を実施することで、芸術作品に身近に触れる機会を提供し、豊かな心と教

養を育みます。

ふるさとに残る文化財の把握や調査を進めることで、その多彩な価値を見いだし、市民と

行政が協力して文化財の保護の体制を整えるとともに、文化財の魅力を積極的に発信して

伝え、地域がその保存、継承、管理のための環境整備や支援を一体となって行うことで、文

化財を未来につなぎます。

公民館、図書館、文化会館等の社会教育施設を安心・安全に利用できるよう整備するとと

もに、中央公民館等の老朽化による改築等に併せて文化的機能を持った複合施設を整備し、

資料の保管環境も検討します。

＜目標値＞

方針５ 市民の心を豊かにする文化・芸術の振興

目標 市民が文化・芸術に関心を持ち、積極的に公演にふれあえる状態

方針６ 魅力ある文化財をみんなで支え、確実に未来へつなぐ体制の強化

目標 市民一人ひとりが文化財を理解し、その魅力を伝え生かしていく状態

方針７ 社会教育施設の整備と充実

目標 各種の学びの場として施設を提供し、市民が安心して利用できる状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

生涯学習講座参加者

数

2,456 人 2,480 人 2,500 人 2,520 人 2,550 人

方針２

放課後子ども教室の

設置箇所数（累計）

５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所

方針３

ＫＳＳＶＣ登録者数

（累計）

31 人 63 人 64 人 65 人 66 人

方針４

図書館貸出冊数
147,368 冊 147,400 冊 147,450 冊 147,500 冊 147,550 冊
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＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針５

文化会館イベント集

客率（自主事業）

65.5％ 66.0％ 66.2％ 66.4％ 66.6％

方針６

文化財案内・講座・イ

ベント参加者数

2,517 人 2,550 人 2,600 人 2,650 人 2,700 人

事業名 概 要

方針１ 生涯学習推進事業

年代層にあった生涯学習の場を提供する。

人権尊重の重要性、必要性について理解を深める学

習機会の提供及び学習環境の整備を図る。

方針２
放課後子ども教室推進

事業

小学校区を単位として、地域の方をコーディネータ

ー及び教育活動サポーターとして委嘱し、地域の実

情に応じた教室を開設する。

方針３
協働の学校づくり支援

事業

「こばやしスクールサポートボランティアセンタ

ー（ＫＳＳＶＣ）」を設置し、各学校に学校コーディ

ネーターと地域コーディネーターを置き、地域学校

協働活動実施に向けた調整を行い、ボランティアを

派遣して学習の補助や読み聞かせ、学校行事等のお

手伝いを実施する。

方針４ 図書館管理事業

図書館の指定管理委託を行い、地域に根ざした文化

の資料や情報を提供し、市民生活の発展及び向上を

図る。

方針５ 文化会館自主事業

優れた文化・芸術は、市民の感性を高め、豊かな心

の醸成に寄与することから、音楽・芸能ジャンルの

自主文化事業を行い、本市の芸術文化の振興を図

る。イベントの周知を図るため、広報紙への掲載、

市ホームページや市公式ＬＩＮＥの活用を推進す

る。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針６ 文化財振興事業

ガイドボランティア等への委託・補助により文化財

の紹介の機会を増やしながら、各地区の郷土芸能団

体等の組織の活性化や後継者育成活動を支援する。

方針７ 公民館管理事業

多くの市民が利用する施設であるため、利用に際

し、市民の安心安全を確保し、適切な貸館と運用を

図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市教育振興

基本計画

本市の教育にお

ける基本方針及

び学校教育、社

会教育、スポー

ツ推進の各分野

における重点施

策並びに各種事

業に関する計画

教育基本法 毎年見直し 連携
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■現状と課題

市民の運動実施状況については、まちづくり市民アンケート（令和６年度実施）によると、

週１回以上の実施状況は 43.8％となっている一方で、42.5％の市民がほとんど運動をして

いない状況であるため、ライフスタイルや各年代に応じた運動及びスポーツの機会を提供

する必要があります。また、市民総参加のスポーツイベントについては、多くの市民が参加

できるようにするため、健幸こばやし大運動会やこばやし駅伝競走大会等の充実を図る必

要があります。

こどもの体力や運動能力については、低下傾向が懸念されていることから、特に幼少期か

ら小学校低学年のこどもにスポーツの楽しさを知ってもらう取組を継続するとともに、ス

ポーツ少年団やスポーツクラブへの加入につながるような取組を推進する必要があります。

また、競技スポーツについては、高校の競技力が全国レベルにある強みを生かし、各競技団

体における小中高連携による指導体制の確立を更に進め、より一層の競技力向上を図る必

要があります。

社会体育施設については、地域ごとの施設数は充実しているものの、老朽化が進んでいる

ことから、利用者が安心・安全に施設を利用するために、小林市公共施設等総合管理計画や

小林市公共施設個別施設計画に基づき、施設整備及び維持管理を行うとともに、統廃合を含

めた施設の在り方の検討を行う必要があります。

食育については、これまで取り組んできた「弁当の日」や農業体験等を踏まえ、児童生徒

に対し食の大切さと地域の魅力を知る機会を提供するため、継続して食育推進を図る必要

があります。また、学校給食については、地元の特産品を知る良い機会となることから、地

元食材のすばらしさを伝えていくため、積極的に地産地消に取り組む必要があります。

令和９年に本県で開催される第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大

会については、競技会の円滑な運営はもちろんのこと、市民総参加による「オール小林」で

の大会を目指すとともに、大会を契機として、競技人口と各種大会及び合宿誘致の拡充を図

り、本市におけるスポーツの一層の推進を図る必要があります。また、本市の多彩な魅力を

発信し、再び訪れていただくなど、大会後も経済効果を持続できるよう取り組む必要があり

ます。

３－(３) スポーツを通じたからだづくりを推進します
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■方針

市民がそれぞれの体力、技術、目的に応じて「いつでも」「だれでも」「どこでも」「いつ

までも」スポーツに親しめる環境を整備し、豊かなスポーツライフを実現することで、健幸

のまちづくりを推進します。高齢者のニーズを把握し、生きがいづくりや健康維持につなが

る運動教室等の情報提供に努めます。障がい者の運動・スポーツの機会の創出や支援体制を

強化するため、関係機関と連携を図ります。健幸こばやし大運動会やこばやし駅伝競走大会

など、生涯にわたり運動やスポーツに親しむ気運を醸成し、日常の運動スポーツの重要性を

伝えるとともに、市民ニーズに応じた健康づくりや体づくりを積極的に取り組みます。

幼少期からスポーツに慣れ親しむ機会を創出し、スポーツの楽しさを感じ、スポーツの選

択の幅を広げることで競技人口の増加及び裾野の拡大を図ります。スポーツ少年団や部活

動の充実を図るとともに、地域のスポーツ指導者や総合型地域スポーツクラブなどとも連

携し、地域一体となった指導体制の構築を図ります。関係団体と連携し、指導者間の情報交

換や自己研鑽に努め指導力の向上が図られるような環境づくりに取り組みます。各競技団

体が密接に連携を図れるよう、小林市スポーツ協会の強化を図ります。また、アスリートの

側面的な支援として、全国大会等への出場費補助を行います。

市民が「参加（する）」、「応援（みる）」、「絆（ささえる）」大会を推進するとともに、市

民が、性別、年齢及び障がいの有無に関係なく、様々な関わりを持てるよう努めます。また、

大会来場者への発信はもちろんのこと、市ホームページや広報紙、ＳＮＳなど様々な媒体を

活用し、大会後までを見据えた本市の多彩な魅力を広く発信します。

小林市公共施設等総合管理計画や小林市公共施設個別施設計画に基づき、年次的に老朽

化した施設の修繕を行い、健康づくりのために利用する施設として市民が安心・安全にスポ

ーツができる環境の整備と充実を図ります。将来にわたって持続可能な施設運営の構築を

図ります。スポーツイベント等の情報を市民に分かりやすく伝えるために、各競技団体、関

方針１ 生涯スポーツの推進

目標 「いつでも」「だれでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツができる状態

方針２ 競技力の向上

目標 指導体制が充実した状態

方針３ 「オール小林」による国スポ・障スポの推進と本市の魅力発信

目標 より多くの市民が国スポ・障スポに関わる状態

方針４ スポーツ環境の整備と充実

-119-



係機関等と連携し、幅広い情報発信に努めます。

「弁当の日」や農業体験等の体験を通して、児童生徒の食の大切さや感謝の気持ちを醸成

し、地域の良さや魅力に気づく取組を継続して実施します。また、学校給食では、郷土料理

の提供や高い地産地消率を維持しつつ、適切な栄養摂取による健康の保持増進を図ります。

＜目標値＞

目標 安心・安全にスポーツができる状態

方針５ 食育の推進と充実

目標 食を通じて健康な生活が維持できる状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

運動実施率（まちづく

り市民アンケート）

（再掲）

43.8％ 50.5％ 52.0％ 53.5％ 55.0％

方針２

指導者人材バンク登

録者数

0人 10 人 13 人 16 人 19 人

方針３

国スポ・障スポに関す

る各種イベントへの

市民の参加者数

2,734 人 10,000 人 10,000 人 － －

方針５

学校給食における地

産地消率（野菜・果実）

45.8％ 46.0％ 46.0％ 46.0％ 46.0％
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＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１ 市民スポーツ祭事業

生涯スポーツの普及、健康づくり、市民交流を目的

として、市民スポーツ祭（競技団体ごとの競技大会、

健幸こばやし大運動会、こばやし駅伝競走大会）を

市民総参加によるスポーツの祭典と位置づけて実

施する。

方針２ スポーツ推進事業

生涯スポーツの推進や競技力向上のため、各団体や

個人に対して支援する。具体的には、市スポーツ協

会の加盟団体の活性化を促すための助成や大会へ

参加する選手への助成を行う。また、幼少期からス

ポーツに親しむ機会の創出やスポーツ少年団の活

動が充実するための取組を行う。

方針３

国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会準

備事業

関係団体と協力し、準備段階から広く市民に参加し

てもらう取組を推進する。

方針４ 社会体育施設整備事業
利用者が安心安全に施設を利用するために、計画的

に施設整備を行い、施設の充実を図る。

方針５ 食育実践推進事業

児童生徒に対し、食について考えてもらうため、「弁

当の日」の取組や農業体験、郷土料理教室等を実施

する。また、学校給食については、積極的に地元食

材の活用や郷土料理の提供を行う。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市教育振興

基本計画

本市の教育にお

ける基本方針及

び学校教育、社

会教育、スポー

ツ推進の各分野

における重点施

策並びに各種事

業に関する計画

教育基本法 毎年見直し 連携
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■現状と課題

地域防災の自助・共助による体制の確立については、気候変動の影響等により頻発化する

風水害や激甚化する災害の対応、南海トラフ地震といった大規模地震発生の可能性が高ま

っていることから、小林市地域防災計画に基づき各種災害に対応するための体制の整備を

強力に進める必要があります。さらに自主防災組織で作成を進めている地区防災計画に基

づき、各自主防災組織の活動促進や地域防災の担い手育成に努め、災害に対する知識や対応

力の向上が必要です。

災害対応力の強化については、自助・共助の意識を持ち、日頃から備蓄などの備えを行い、

地域における連携を深めることが必要です。公助においても災害時における人命救助、生活

支援物資の供給、避難所の開設・運営、復旧・復興活動などに備える取組が必要です。その

中で発災時に初動対応を行う消防団員が、近年、定員に満たない状態が続いていることから、

消防団員の処遇改善に努め、新入団員の加入や支援団員への登録を促進する必要がありま

す。

交通安全・防犯の推進については、近年の交通事故発生件数はやや減少傾向にあるものの、

犯罪発生件数は増加傾向にあります。交通死亡事故における高齢者の割合が高い状況が続

いていることから、引き続き、関係機関と連携し、交通安全意識の高揚を図っていく必要が

あります。また、防犯意識を今まで以上に高めていくために、地域安全に関する情報を積極

的に発信して広報・啓発活動を強力に推進していく必要があります。

消費者保護対策については、ネット通販による定期購入やゲーム課金、副業詐欺などＳＮ

Ｓをきっかけとした消費者トラブルが増加しています。また、消費者は、事業者に比べて情

報や専門知識及び交渉力が不十分であり、悪質商法や訪問販売などの被害に遭いやすいた

め、消費生活相談員が間に入って交渉を斡旋する等の消費者支援が必要です。

豊かな自然と共に安心してくらせるまち

４－(１) 防災力・災害対応力を高めます

４ 「くらし」分野

-122-



■方針

小林市地域防災計画における自助・共助・公助の役割分担による防災体制を確立するため

に、地域住民が主体となり各地区ごとの特性や想定する災害に合わせた地区防災計画の策

定及び地区防災計画に基づく防災訓練や防災講話など自主防災組織の活動を共に推進する

ことで、地域の防災力の強化を図ります。

自助・共助・公助の連携において地域の防災活動の担い手となる消防団員の活動を市ホー

ムページや広報紙によるＰＲに取り組み、出動、訓練及びその他の活動の実態に応じた適切

な処遇の改善を行い、安全確保のための装備や消防資機材等の充実を図り、消防団員数の確

保に努めます。

市民に対して交通安全・防犯意識に関する啓発活動を行い、交通事故や犯罪の抑止に努め

ます。

消費生活相談窓口の機能を強化するとともに、専門相談員を配置することで、消費者トラ

ブルの防止と問題解決に向け、安心して相談ができる環境整備に努めます。

＜目標値＞

方針１ 地域防災の自助・共助による体制の確立

目標 地域防災力が強化された状態

方針２ 災害対応力の強化

目標 消防団員数が確保された状態

方針３ 交通安全意識・防犯意識の高揚

目標 交通安全・防犯意識が高まった状態

方針４ 安心・安全な消費生活の実現

目標 消費生活上の意識が高まった状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

自主防災訓練回数
60 回 65 回 65 回 70 回 70 回
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＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針２

消防団員の定員充足

率

92.5％ 94.5％ 96.0％ 98.0％ 100％

方針３

地区行事等における

交通安全・防犯講話実

施回数

０回 ５回 10回 15 回 20 回

方針４

消費者生活相談出前

講座開催件数

０件 １件 ２件 ４件 ６件

事業名 概 要

方針１ 地域防災対策事業

市民防災リーダー養成研修会や担い手育成講座等

の人材育成、各地域における防災訓練等の支援を行

い、自主防災組織の活動強化を図る。

方針２ 消防団運営事業
消防団員の処遇改善に努め、機能別を含めた装備の

充実強化及び知名度・イメージアップを図る。

方針３ 交通安全対策事業
関係機関と連携し、街頭キャンペーン等あらゆる機

会を通じて地域住民の交通安全意識の高揚を図る。

方針４ 消費者保護対策事業

消費者の権利の尊重と自立のための支援を図るた

め、専門の相談員を配置し、消費者トラブル防止と

消費者教育に取り組む。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市地域防災

計画

本市に係る災害

対策に関する事

項を定める計画

災害対策基本法 なし 連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市国土強靱

化地域計画

事前防災・減災

と迅速な復旧・

復興に資する施

策について、強

靱な地域づくり

を推進す計画

強くしなやかな国

民生活の実現を図

るための防災・減

災等に資する国土

強靱化基本法

なし 連携

小林市国民保護

計画

国民の保護のた

めの措置を的確

かつ迅速に実施

するために必要

な事項を定める

計画

武力攻撃事態等に

おける国民の保護

のための措置に関

する法律

なし 連携

小林市交通安全

計画

交通事故のない

明るい社会の実

現を目指すため

の取組事項を定

める計画

交通安全対策基本

法

令和８年度～

令和 12年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

安全な水道水の安定供給については、水源から給水栓までの水質を検査し、適正に管理す

る必要があります。また、管路の老朽化等により漏水が発生している現状を踏まえ、老朽管

等を耐震管に布設替えするとともに、管路情報の更新を図る必要があります。

水道の耐災害性強化については、大規模地震が懸念となっていることから、施設及び基幹

管路の老朽管を計画的に更新するとともに、台風や豪雨が激甚化となっている現状を踏ま

え、自家発電設備や非常時における給水活動の資材の整備が必要です。

下水道事業及び農業集落排水事業については、事業の実施により快適な生活環境と河川

の水質を維持しています。処理場は重要な施設であり、安定的に稼働する必要があることか

ら、施設の延命化及び汚水管きょの定期点検や調査を実施する必要があります。また、雨水

対策については、集中豪雨による雨水流出量が増加傾向にあることから、計画的に雨水函き

ょを整備する必要があります。

急所施設（取水施設、浄水場、配水池、下水処理場及びポンプ場）については、機能喪失

となると広範囲かつ長期的に市民生活に影響が及ぶため、集中的かつ計画的に耐震化する

とともに、災害時に拠点となる重要施設（市役所、小林市立病院、西諸広域行政事務組合消

防本部など）への管路については、上水道・下水道一体となった耐震化が必要です。

■方針

小林市水道事業経営戦略に基づき、経営基盤の強化及び経営力の向上に取り組みます。

水道施設の維持管理と関連施設の計画的更新を進めるとともに、水源監視の強化や風水

害等の非常時に対応した浄水施設整備を行い、水道水の断水を防止します。

中長期的な水需要の見通しに基づき、施設統合や配水区の見直しを行い、基幹となる施設

や基幹管路の老朽管の耐震化を計画的に進め、災害時の被害の低減と安定給水に努めます。

４－(２) 安心・安全で安定した上下水道を確保します

方針１ 水道事業の健全経営の確立

目標 健全な経営が確保された状態

方針２ 安心・安全でおいしい水の供給

目標 安心・安全でおいしい水が飲める状態

方針３ 水道施設・管路の強靭化
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供用開始区域における加入促進に努め、加入者負担金や使用料収入の確保に努めます。ま

た、小林市下水道事業経営戦略やストックマネジメントに基づき、施設の更新や長寿命化を

図るとともに、必要となる財源を確保します。

小林市農業集落排水事業経営戦略に基づき、老朽化施設の維持管理を適切に行います。ま

た、処理場の一部については公共下水道との統合を検討し、事業の効率性を高めます。

＜目標値＞

（※）（経常収益／経常費用）×100（％）。経常費用（＝営業費用＋営業外費用）が経常収

益（＝営業収益＋営業外収益）によって、どの程度賄われているかを示す指標。この比

目標 どんなときでも水道が使える状態

方針４ 下水道事業の健全経営の確立

目標 下水道事業で安定した収入が確保された状態

方針５ 農業集落排水処理施設の効率的な維持管理

目標 農業集落排水事業で安定した収入が確保された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

経常収支比率（※）
108.3％ 105.0％ 105.0％ 105.0％ 105.0％

方針２

非常用発電設備の整

備件数（累計）

９件 10 件 11 件 12 件 13 件

方針３

基幹管路の耐震化率

（累計）

14.9％ 15.6％ 15.9％ 16.3％ 16.6％

方針４

公共下水道加入率（累

計）

83.1％ 84.5％ 85.3％ 86.0％ 86.7％

方針５

農業集落排水加入率

（累計）

89.7％ 90.6％ 91.0％ 91.4％ 91.9％
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率が 100％未満である場合、収益で費用を賄えず経常損失が生じていることを意味す

る。

＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１

方針２

方針３

上水道事業

水源・水質の監視を強化し、安心・安全で安定した

水道水の供給に努めるとともに、漏水調査に基づく

有収率向上や水道料金適正化による経営改善に取

り組む。また、アセットマネジメントに基づく計画

的な施設・管路の更新と耐震化を進める。

方針４ 下水道事業 経営戦略に基づき、健全な事業運営を図る。

方針５ 農業集落排水事業

加入推進を図るとともに、処理場の一部について公

共下水道との統合を検討し、事業運営の効率化を図

る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市水道事業

経営戦略

小林市水道事業

が、将来にわた

って安定的に事

業を継続してい

くための中長期

的な経営の計画

なし

令和元年度～

令和 10年度

（10 年間）

連携

小林市下水道事

業経営戦略

小林市下水道事

業が、将来にわ

たって安定的に

事業を継続して

いくための中長

期的な経営の計

画

なし

令和４年度～

令和 13年度

（10 年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市農業集落

排水事業経営戦

略

小林市農業集落

排水事業が、将

来にわたって安

定的に事業を継

続していくため

の中長期的な経

営の計画

なし

令和８年度～

令和 17年度

（10 年間）

連携
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■現状と課題

市営住宅については、誰もが安心・安全に生活を送るため、災害や事故等に備えて老朽化

した施設の改修や除去を行うとともに、住宅のバリアフリー化を行うなど住宅設備の機能

向上を図る必要があります。また、本市の人口減少に伴い市営住宅の需要が減少しているた

め、住宅セーフティネットとしての役割も踏まえた適正な範囲内で、管理戸数の縮減に取り

組む必要があります。

木造住宅やブロック塀の耐震化の促進については、大規模地震で倒壊する可能性が高い

住宅等の所有者に耐震診断、耐震改修への理解を促すとともに、木造住宅耐震化促進事業補

助等の周知や制度の活用などの対策を行う必要があります。

空き家対策の推進については、周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の所

有者等に対して、適正な維持管理や改修、除去への対応を促す必要があります。また、管理

不全空き家や危険空き家等の発生を抑制するとともに、空き家の活用を図る必要がありま

す。

■方針

市営住宅の全ての入居者が安心・安全に生活を送れるよう、バリアフリー化に努めます。

人口減少時代の住宅セーフティネットとしての役割が担えるよう、適正な管理戸数を維

持するために修繕や縮減に努めます。

木造住宅の耐震診断や耐震改修、ブロック塀の除去等が進むよう、支援制度の利用を促し、

安全性の向上を図ります。

４－(３) 良好な住環境の整備を推進します

方針１ 市営住宅のバリアフリー化の促進

目標 市営住宅がバリアフリー化された状態

方針２ 市営住宅の適正管理の推進

目標 市営住宅が適正な管理戸数となっている状態

方針３ 木造住宅等の耐震化の推進

目標 木造住宅等が耐震改修された状態
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所有者特定調査を進め、管理不全空き家の管理指導に取り組みます。

＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

方針４ 空き家の適正管理の推進

目標 空き家が適正に管理され、活用された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

市営住宅のバリアフ

リー化率の向上（累

計）

18.4％ 19.0％ 19.5% 20.0% 20.5%

方針２

市営住宅の管理戸数

（累計）

795 戸 794 戸 735 戸 732 戸 728 戸

方針３

木造住宅の耐震改修

件数

５件 ２件 ２件 ２件 ２件

方針４

管理不全空き家指導

に対する是正率

72.7％ 60.0％ 60.0％ 60.0％ 60.0％

事業名 概 要

方針１ 市営住宅維持補修事業
住宅修繕及びバリアフリー化修繕を行い、市営住宅

の安定・安全を図る。

方針２
木造住宅耐震化促進事

業

木造住宅の耐震診断を実施し、耐震改修による耐震

化を図る。

方針３ 空き家対策事業
所有者及び相続人特定調査を行い、空き家の適正管

理又は除却の推進を図る。
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＜関連する個別計画＞

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市住宅マス

タープラン（住

生活基本計画）

安全に安心して

快適に生活でき

る新たな住ま

い・まちづくり

を進めるための

計画

住生活基本法

令和４年度～

令和 13年度

（10 年間）

連携

小林市営住宅長

寿命化計画

住棟ごとに、建

替、改善、修繕等

の活用手法を定

め、長寿命化に

よる更新コスト

の削減と事業量

の平準化等を図

るための計画

公営住宅法

平成 30年度～

令和９年度

（10 年間）

連携

小林市建築物耐

震改修促進計画

地震の被害から

市民の生命・財

産を守るため、

住宅・建築物の

耐震化を積極的

に促進するため

の計画

なし

令和８年度～

令和 17年度

（10 年間）

連携

小林市空家等対

策計画

空き家等が生活

環境に深刻な影

響を与えている

ことから適切な

管理や活用を推

進することで、

地域住民の生活

環境を保全し、

安心安全なまち

づくりを推進す

るための計画

空家等対策の推進

に関する特別措置

法

令和６年度～

令和 15年度

（10 年間）

連携
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■現状と課題

本市の幹線道路については、一定程度、新設や改良の整備が進んでいますが、市民の生活

基盤である道路、橋りょう、トンネル等については近年、老朽化が社会問題となっており、

維持管理を適切に行う必要があります。また、通学や日常生活において歩行空間が未整備の

箇所があり、交通弱者である高齢者、障がい者及び児童生徒が安心・安全に道路を通行でき

るよう通行帯の整備、段差解消等のバリアフリー対策や防護柵など交通安全施設の更なる

充実が必要です。

本市に数多くある急傾斜地崩壊危険箇所（自然がけ地）については、近年多発する局地的

な集中豪雨により災害リスクが高まっていることから、自然がけ地に近接して暮らす市民

の生命及び財産を守るため、継続して自然がけ地の整備を行う必要があります。

公園及び緑地については、利用目的に応じた都市公園や開発行為による公園において、老

朽化に伴う維持管理費用が増大する傾向にあることから、今後も安心・安全な施設利用のた

めに適切な施設の更新を行う必要があります。

■方針

安心・安全で利便性の高い道路交通網を維持し、地域経済の活性化、生活基盤の安定化、

地域間ネットワーク及び災害に対応できる道路維持を図り、豊かな暮らしの実現を推進し

ます。また、市民と沿道の景観の保全を図ります。

高齢者や障がい者、児童生徒が安心・安全に道路を通行できるようにするため、歩行空間

の整備を図ります。

住宅地に近接する緊急性の高い自然がけ地における安心・安全な暮らしを実現するため、

自然がけ地の整備を図ります。

４－(４) 生活基盤を整備します

方針１ 生活道路の整備

目標 道路ネットワークが充実した状態

方針２ 安心・安全な道路づくりの推進

目標 市民が安心・安全に道路を通行できる状態

方針３ 自然がけ地の整備

目標 自然がけ地の近接に居住する市民が安心・安全に暮らせる状態
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こどもから高齢者まで、利用者が憩いの場として交流できるよう、景観に配慮した公園や

緑地の維持管理を図り、時代のニーズに応じて整備を行います。

＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

方針４ 公園、緑地の整備

目標 市民が気軽に利用できる状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

道路舗装の健全化補

修率

28％ 30％ 32％ 34％ 36％

方針４

都市公園等のイベン

ト利用率

63％ 50％ 50％ 50％ 50％

事業名 概 要

方針１
社会資本整備総合交付

金事業

市内の幹線道路網の充実及び災害時における迂回

路の整備を図ることにより、小林市全体の道路交通

の安全性を高めて、市域の一体性の向上を目指す。

方針１ 市道補修事業
車両及び歩行者が安心して通行ができるように緊

急的な道路舗装の補修や排水路の改修補修を行う。

方針２ 市単独整備事業

市道路線の中で、幅員が狭く急カーブ・急勾配で見

通しの悪い箇所や児童の通学路及び歩行者にとっ

て危険な箇所など緊急性の高い路線から年次的に

整備する。

方針２ 交通安全施設整備事業

交通危険箇所を減らし、道路の安全性を向上させ、

市民の安心・安全を確保するため、カーブミラー・

防護柵・区画線の設置、段差解消や側溝の更新、舗

装打換を行う。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針３
自然災害防止急傾斜地

崩壊対策事業

急傾斜地に居住する住民の安全を確保するため事

業を実施する。

方針４ 公園維持管理事業

都市公園、その他の公園等の草刈、樹木剪定、公園

内トイレ清掃、浄化槽維持管理、警備、遊具保守点

検を業務委託により行う。

方針４ 都市公園整備事業
利用者が安心して公園を利用できるよう、計画的に

各都市公園の老朽化した施設の更新等を行う。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市都市計画

マスタープラン

社会情勢を反映

した効率的・効

果的なまちづく

りを進めるため

の計画

都市計画法

平成 28年度～

令和８年度

（11 年間）

連携

小林市景観計画

景観緑三法に基

づき、「住民・事

業者・行政」の協

働による地域の

独自性を踏まえ

た景観形成を目

指すための計画

景観法 平成 28年度～ 連携

小林市公園施設

長寿命化計画

主な公園施設に

ついて、今後進

展する老朽化に

対し安全対策の

強化、更新費用

の平準化を図る

観点から既存ス

トックの長寿命

化対策及び計画

的な更新を目的

とする計画

公園施設長寿命化

計画策定指針（国

土交通省）

令和６年度～

令和 15年度

（10 年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市橋梁長寿

命化修繕計画

高齢化する道路

橋の急速な増大

に対応するた

め、従来の事後

的な修繕から予

防保全的な修繕

を実施し、構造

物としての長寿

命化を図ること

により、道路利

用者に対しての

安心安全の確

保、持続可能な

道路ネットワー

クを目指すため

の計画

道路法

令和６年度～

令和 10年度

（５年間）

連携

小林市舗装長寿

命化修繕計画

舗装の老朽化に

対応するため、

従来の事後的な

修繕から予防保

全的な修繕を実

施し、市道の長

寿命化を図るこ

とにより、道路

利用者に対して

の安心安全の確

保、持続可能な

道路ネットワー

クを目指すため

の計画

道路法

令和６年度～

令和 15年度

（10 年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市道路トン

ネル・シェッド

個別施設計画

高齢化する道路

トンネルやシェ

ッドについて、

従来の事後的な

修繕から予防保

全的な修繕を実

施し、構造物と

しての長寿命化

を図ることによ

り、道路利用者

に対しての安心

安全の確保、持

続可能な道路ネ

ットワークを目

指すための計画

道路法

令和６年度～

令和 10年度

（５年間）

連携

小林市道路法

面・構造物長寿

命化修繕計画

法面や擁壁など

の道路施設の老

朽化に対応する

ため、従来の事

後的な修繕から

予防保全的な修

繕を実施し、道

路施設の長寿命

化を図ることに

より、道路利用

者に対しての安

心安全の確保、

持続可能な道路

ネットワークを

目指すための計

画

道路法

令和６年度～

令和 15年度

（10 年間）

連携

-137-



■現状と課題

脱炭素社会づくりについては、国が令和２年 10月に「2050 年までに、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする」と宣言するとともに、令和３年（2021 年）10 月に閣議決定さ

れた地球温暖化対策計画においては、令和 12 年度（2030 年度）において、温室効果ガスを

平成 25年度（2013 年度）から 46％削減することを目指すとしています。本市においても、

令和４年（2022 年）６月に、令和 32 年度（2050 年度）までに温室効果ガス排出量を実質ゼ

ロとする「ゼロカーボンシティこばやし」を目指すことを宣言しており、省エネルギー対策

や省資源化の推進、再生可能エネルギーの導入促進、温室効果ガスの吸収源対策などにより、

脱炭素社会の実現を目指す必要があります。

ごみ減量対策については、生ごみ分別や各種リサイクルの取組への市民の協力により、家

庭ごみのリサイクル率は全国トップレベルとなっていますが、最終処分場の延命化や廃棄

物処理経費の削減を図るため更なるごみ減量が必要です。

水資源保全対策については、本市の貴重な水資源を守るため、小林市水資源保全条例に基

づき設置した小林市水資源保全審議会において新設井戸掘削の審査を行うことにより、地

下水の保全について一定の効果が出ています。また、平成 23 年度から実施している湧水量

調査については、水資源保全の基礎資料となる重要なデータ収集の機会であることから、今

後も継続して実施する必要があります。

環境教育については、一人ひとりの環境意識がごみ減量や脱炭素社会の実現をはじめと

する施策の推進を支える基盤となることから、既存の取組の継続に留まらず、学校や各団体

との連携を強化し、実践的な学びの機会を創出する必要があります。

生活排水処理対策については、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ

の転換を促進しており、河川の水質保全のため、引き続き、転換を促進する必要があります。

また、法定検査の周知及び啓発の強化が必要です。

■方針

国際的な取組や国、県の動向を踏まえ、行政、市民、事業者が適切に役割を分担し、各主

体が連携して、再生可能エネルギーの利用促進や省エネルギー技術の普及促進を図ります。

また、市民の環境問題や環境保護への意識・関心を高めるために、広報紙等による周知や環

境教室を開催します。

４－(５) 自然環境・生活環境を保全します

方針１ 脱炭素社会の実現に向けた環境教育の推進

目標 市民の脱炭素に対する意識が向上した状態
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ごみ減量対策については、引き続き広報紙等やごみ分別虎の巻を活用した啓発活動を推

進するとともに、小林市廃棄物減量等審議会に諮り、分別品目の見直しを検討します。

水資源保全対策は、貴重な水資源を守るため引き続き小林市水資源保全審議会に諮り、新

設井戸掘削の審査を慎重に行うとともに、湧水量調査を継続することで、水資源の保全を図

ります。

大淀川上流域に暮らす本市の河川の水質を保全するため、公共下水道や農業集落排水処

理区域外の区域において、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換

を促進します。

＜目標値＞

方針２ ごみ減量対策の推進

目標 家庭系リサイクル率が安定した状態

方針３ 水資源保全対策の推進

目標 年間平均湧水量が安定した状態

方針４ 生活排水処理対策の推進

目標 合併処理浄化槽の設置が増加し、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽が減少し

た状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

環境教室参加団体数
14団体 15団体 15団体 16団体 16 団体

方針２

リサイクル率（家庭

系）

55.8％ 55.9％ 56.0％ 56.1％ 56.2％

方針３

１日平均湧水量
347,396 ㎥ 312,220 ㎥ 312,220 ㎥ 312,220 ㎥ 312,220 ㎥

方針４

合併処理浄化槽年間

設置数

160 基 160 基 160 基 160 基 160 基
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＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１ 環境保全事業

脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー事

業及び、省エネルギー事業について啓発、支援を実

施する。児童生徒を対象とした清掃工場内の施設見

学や、河川水生生物調査、高齢者を対象としたごみ

分別出前講座等の環境教育を継続的に実施する。

方針２ ごみ減量対策事業
ごみの分別収集（リサイクル率）でごみの減量化を

維持推進する。

方針３ 水資源保全対策事業
小林市水資源保全審議会で井戸掘削申請に対する

審議を行い、湧水量の継続的調査を実施する。

方針４ 浄化槽設置補助事業
生活排水を適切に処理するため、合併処理浄化槽設

置に対する補助を行う。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市環境基本

計画

環境行政の基本

及び環境保全の

推進に関する計

画

小林市環境基本条

例

令和５年度～

令和 14年度

（10 年間）

連携

小林市一般廃棄

物処理基本計画

ごみ・生活排水

適正処理に関す

る計画

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

令和２年度～

令和 16年度

（15 年間）

連携

第４次小林市生

活排水対策総合

基本計画

ごみ・生活排水

適正処理に関す

る計画

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

令和５年度～

令和９年度

（５年間）

連携

小林市地球温暖

化対策実行計画

地球温暖化対策

地方公共団体実

行計画（事務事

業編）

市の全ての事務

及び事業活動を

対象とした温室

効果ガスの排出

抑制に関する計

画

地球温暖化対策の

推進に関する法律

平成 30年度～

令和 12年度

（13 年間）

連携
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■現状と課題

地域公共交通については、人口減少による全体需要の減少や自家用車の高い普及率によ

り利用者数が減少し、それに伴う交通事業者の収益悪化や、慢性的な運転士不足等により、

公共交通の維持が容易ではなくなってきており、持続可能な地域公共交通体系を構築する

必要があります。

■方針

コミュニティバスや路線バスについては、持続可能な地域公共交通体系を構築するため、

利用促進活動による利用者数の維持や利用実態に応じた運行時間、運行経路の改善に努め

るとともに、利便性の向上等を図るための移動サービスの検討を行うなど市民の移動手段

の確保に努めます。また、ＪＲ吉都線については、ＪＲ九州、沿線自治体、民間団体等と連

携して利用促進活動に取り組みます。

＜目標値＞

４－(６) 地域公共交通の確保を図ります

方針１ 地域公共交通体系の構築

目標 市民の移動手段が確保された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

市内の地域公共交通

機関が便利だと思う

市民の割合（まちづく

り市民アンケート）

27.4％ 28.0％ 29.0％ 30.0％ 31.0％
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＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１
地域交通機関運行維持

対策事業

市民の日常生活や来訪者の観光・ビジネスなど多様

な移動ニーズに対応できるよう、路線バスやコミュ

ニティバス等、必要な交通手段を確保する。

また、小林市内の高等学校にバスを利用して通学す

る生徒の保護者等に対し、定期券購入費用の一部を

助成することで地域公共交通機関の利用促進につ

なげる。

方針１
野尻地区コミュニティ

バス運行事業

自家用車を持たない高齢者の通院や買い物、児童の

通学を目的に運行する交通手段として、過疎地域に

おける日常生活を支援する。自家用車を持たない高

齢者の通院や買い物、児童の通学を目的に運行する

交通手段として、過疎地域における日常生活を支援

する。内山線については、交通不便地域である須木

地区及び内山地区の公共交通を維持し、高齢者等の

日常生活を支援する。

方針１
福祉タクシー料金助成

事業

外出支援を必要とする高齢者、障がい者等に対して

必要なタクシー券を交付し、タクシー料金の一部助

成を実施する。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市地域公共

交通計画

地域旅客運送サ

ービスの持続可

能な提供の確保

に資する地域公

共交通の活性化

及び再生を推進

するための計画

地域公共交通の活

性化及び再生に関

する法律

令和４年度～

令和８年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

人権問題については、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下、これまで人権教育、

人権啓発活動に取り組んでいますが、今日においても、生命・身体の安全に関わる事象や、

社会的身分、門地、人種、性別、障がい等による不当な差別が根強く存在しています。市民

一人ひとりが人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠であることから、人権教育・啓発を

計画的に推進する必要があります。また、ＳＮＳを使った人権侵害は匿名性や情報発信が容

易であることから、個人に対する誹謗中傷やプライバシー侵害、こどもが加害者になるなど

様々な問題が発生しています。ルールやモラルを守り他の人権を尊重するダイバーシティ

（多様性）の推進と情報モラル教育が必要です。

男女共同参画の推進については、ジェンダーバイアス（社会や文化の中で性別に基づいた

偏見や思い込み）の解消を図り、性別にかかわらず、だれもが自らの意思や意欲に応じてあ

らゆる場面で能力を発揮できる社会づくりが必要です。また、配偶者等からの暴力の防止や

被害者の保護については、男女共同参画社会づくりに向けての課題であり、関係機関と連携

した相談、保護及び自立支援の取組を進める必要があります。

■方針

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の趣旨を踏まえるとともに、小林市あらゆる

差別をなくし人権を尊重する条例を基本理念として、小林市人権教育・啓発推進方針に基づ

いて人権教育及び啓発活動に取り組みます。

男女が互いに人権を尊重しつつ、性別に関わりなく個性と能力を発揮することができる

男女共同参画社会の啓発・広報活動に取り組みます。

４－(７) 市民の人権意識を高めます

方針１ 人権教育及び啓発活動の推進

目標 市民の人権が擁護され実現されている状態

方針２ 男女共同参画の視点にたった社会制度の意識づくりの推進

目標 職場や家庭、地域において性別役割分担意識が解消された状態
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＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

人権啓発講演会、研修

会への参加人数

1,179 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人

方針２

審議会における女性

委員の割合

24.9％ 28.0％ 32.0％ 36.0％ 40.0％

事業名 概 要

方針１
人権同和問題啓発推進

事業

部落差別をはじめ、あらゆる差別についての啓発を

図る。

方針２ 男女共同参画推進事業 男女共同参画についての啓発を図る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市人権教

育・啓発推進方

針

本市の人権教育

及び人権啓発に

関する施策を充

実させるための

計画

人権教育及び人権

啓発の推進に関す

る法律

平成 28年度～ 連携

第３次小林市男

女共同参画基本

計画

本市の男女共同

参画の推進に関

する施策を計画

的に実施するた

めの計画また、

当市の女性活躍

推進計画及び配

偶者からの暴力

の防止及び被害

・男女共同参画社

会基本法

・女性の職業生活

における活躍の推

進に関する法律

・配偶者からの暴

力の防止及び被害

者の保護等に関す

る法律

令和５年度～

令和 14年度

（10 年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

者の保護のため

の施策の実施に

関する基本的な

計画
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■現状と課題

小林市まちづくり基本条例については、同条例の施行後も人口流動が進んでいることか

ら、改めて同条例の目的や基本理念などについて市民への周知を図る必要があります。

地域活動については、人口減少や高齢化の進展、核家族化、価値観の多様化等により、自

治会への加入が減少している現状を踏まえ、新たに地域活動の担い手を育成する必要があ

ります。

地域コミュニティについては、人口減少、ライフスタイルの変化、地域の互助意識の希薄

化等により、地域によっては、地域コミュニティの維持が困難となっている現状を踏まえ、

地域間同士の活動連携や地域の役割の見直しを進めながら、今後の地域コミュニティの在

り方を検討する必要があります。

市民活動については、ＮＰＯ法人やボランティア団体等の会員の高齢化や活動の固定化

等により市民活動に携わる方の数が減少している現状を踏まえ、団体間同士で連携や次世

代を担う人材を育成する体制を構築していく必要があります。

次世代を担う地域の人材育成については、少子高齢化や若者の人口流出などの影響によ

り地域の将来を担う人材が減少している現状を踏まえ、地元の若い世代（中学生～大学生）

が将来にわたって地域に関わることができる仕組みづくりが必要です。

■方針

きずな協働体を中心に行政と市民、自治会（区・組）、各種団体等が協働して、地域の課

題解決に向けた取組を推進します。

また、協働のまちづくり及び自治会（区・組）の必要性や、きずな協働体の活動を積極的

に情報発信する取組を推進します。

地域の課題解決に向けた取組を推進するために、市民が自発的に地域の課題を解決して

いこうとする市民活動団体（ＮＰＯ法人やボランティア団体等）の活動を推進します。

また、将来にわたって地域活動を維持していくために、若い世代と地域が連携して実施す

る地域課題解決及び地域活性化に向けた取組を推進します。

４－(８) 市民参画による地域活動の維持・充実を図ります

方針１ 協働のまちづくりの推進

目標 きずな協働体と自治会（区・組）、各種団体等が連携し、市民参画によるまち

づくりが展開された状態

方針２ 各種市民活動団体支援及び次世代を担う人材の育成
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加えて、自治会への加入促進や地域のリーダーとなる人材の育成を行い、地域コミュニテ

ィの維持・継続を推進します。

＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

目標 地域の課題解決が図られ、将来にわたって地域活動が維持・継続された状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

誰もが活躍できる場

があると感じる市民

の割合（まちづくり市

民アンケート）

54.4％ 55.8％ 57.2％ 58.6％ 60.0％

方針２

市民活動支援センタ

ー利用件数

1,300 件 1,350 件 1,400 件 1,450 件 1,500 件

事業名 概 要

方針１ 自治会活動推進事業

市内全区と行政推進業務委託契約を締結し、自治会

（区、組）と連携を図るとともに、地域の自主的で

豊かな魅力ある地域づくりを支援する。

方針１ 校区協議会運営事業
地域の様々な団体が連携したネットワーク組織「き

ずな協働体」の円滑で安定した運営を支援する。

方針２
市民活動支援センター

運営事業

新しい地域の担い手としての市民活動団体等を更

に発展させていくために、団体のスキルアップ講座

や相談業務、情報提供等総合的支援を行う。

方針２

地域の想いを乗せて！

未来へ紡ぐ共創チャレ

ンジ事業

地域の課題解決に向けた取組や将来の地域を担う

人材の育成を図るため、市民団体や若い世代と地域

が連携して行う事業を推進する。
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■現状と課題

多文化共生の推進については、近年は外国人市民が増加しているため、市民の国際感覚を

醸成し、多様な文化・習慣を持った人々が互いに尊重し共生していく必要があります。この

ような状況に対応し、外国人市民を地域社会から孤立させないために、生活情報をわかりや

すく提供するとともに、外国人市民が地域活動に参画できる多文化共生社会を実現する必

要があります。

■方針

市民の国際感覚の醸成を図るため、地域日本語教育サポーターの養成を推進します。また、

外国人市民が地域社会の一員として安心して生活できるよう地域日本語教室の開催や防災

生活情報の提供を「やさしいにほんご」や多言語で行うとともに、外国人市民を雇用する企

業との協力体制の構築にも努めます。

＜目標値＞

＜主な実施計画事業＞

４－(９) 国際化・多文化共生を推進します

方針１ 市民の国際感覚の醸成と外国人市民への支援

目標 外国人市民が地域社会の一員として安心して生活できる状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針１

地域日本語教室の延

べ参加者数

211 人 220 人 230 人 240 人 250 人

事業名 概 要

方針１ 国際化推進事業

国際交流員、国際化推進コーディネーターを配置

し、国際交流イベントを通して市の国際化の推進を

図る。また、地域日本語教室の運営を行うとともに、

広報紙・市ホームページ・ＳＮＳを活用して防災や

生活情報の多言語での発信を行う。
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＜関連する個別計画＞

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市国際化・

多文化共生推進

計画

国際化・多文化

共生社会の実現

に向けた取組を

進めるための計

画

日本語教育の推進

に関する法律

令和８年度～

令和 15年度

（８年間）

連携
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■現状と課題

自治体経営については、本格的な人口減少時代に突入している現状を踏まえ、限られた経

営資源の効率的かつ効果的な投入を図ることにより、責任ある質の高い行政サービスや具

体的な施策を実行することのできる自主性と自立性の高い持続可能な行政経営を目指す必

要があります。

中山間地域及び過疎地域については、若年層を中心とした人口減少や少子高齢化の進展、

地域産業の低迷等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しているこ

とから、市全体の均衡ある発展を図る必要があります。

広域連携については、人口減少や少子高齢化の進展による地域社会の大きな変化や自然

災害の広域化等により、自治体単独での課題解決が困難な状況となっていることから、共通

の課題を抱える他の自治体や民間企業等と連携し、課題解決を図る必要があります。

行財政改革については、これまでも業務改革、人材活用及び財政規律の維持のための様々

な取組を行い、着実に成果を上げてきましたが、今後も人口減少や少子高齢化の進展、物価

高騰等の社会経済情勢や、これらに伴う厳しい財政状況の継続が見込まれることから、持続

可能な行財政経営の確立に向け、引き続き行財政改革に取り組む必要があります。

情報公開制度については、開かれた行政の推進及び市民の積極的な市政参画を促進する

ために、小林市情報公開条例に基づき適正に運用する必要があります。

市政を担う人材については、限られた財源の中で多様化・複雑化していく行政課題への対

応が求められています。また、人口減少社会が大きく加速し、地方においては、官民問わず

労働力の確保が難しくなりつつあります。その状況下においても、持続可能なまちづくりの

ために、自治体職員としての自覚と強い使命感を持ち、課題解決力のある人材の確保及び育

成を図る必要があります。

市税収納率については、税の公平性、公正の観点から、更なる収納率の向上を目指す必要

があります。

地籍調査については、土地所有者等の高齢化や土地の荒廃により、境界の確認に必要な人

証（記憶）や物証（目印）が失われ、円滑に実施することが困難となってきている現状を踏

まえ、効率的な調査手法の導入を図ることにより、土地所有者等の負担軽減及び迅速かつ円

滑な調査を目指す必要があります。

５－(１) 効率的かつ効果的な行政経営を行います

５ 計画の実現に向けて
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持続可能な財政運営については、自主財源を確保する必要があることから、ふるさと納税

制度の積極的な展開を図ることにより、寄附金の確保を図る必要があります。

■方針

第３次小林市総合計画を中心とした行政経営を効率的かつ効果的に推進します。

国・県の補助事業、有利な起債である過疎対策事業債、市の過疎地域振興基金等を有効に

活用し、中山間地域及び過疎地域の持続的な発展に関する施策を推進します。

西諸地域、霧島ジオパーク、姉妹都市など、他の自治体との広域的な連携に積極的に取り

組むとともに、産官学金労言といったあらゆる主体と連携し、課題解決と地域活性化の好循

環を創出します。

持続可能な行財政経営の確立に向けて、行財政改革に取り組むとともに、将来の人口規模

や財政規模に見合う簡素で効率的な組織体制を構築します。

行政に対する理解と信頼を深めるために、適正な情報公開制度の運用と効率的な公文書

管理に努めます。

方針１ 効率的かつ効果的な行政経営の推進

目標 第３次小林市総合計画を中心とした行政経営が展開されている状態

方針２ 中山間地域及び過疎地域の持続的発展

目標 中山間地域及び過疎地域の集落機能が維持されている状態

方針３ 広域連携の推進

目標 他の自治体や民間企業等との連携が推進されている状態

方針４ 行財政改革の推進

目標 行財政改革が着実に実行されている状態

方針５ 適正な情報公開制度の運用

目標 情報公開制度が適切に運用され、市政に対する市民の理解が深まった状態
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持続可能なまちづくりの実現のために、その根幹を担う市職員の確保に努め、それぞれの

職員が持つ能力を発揮することができるよう研修の充実を図ります。

市税収納率の向上に向けて、納期内納付を推進し、早期催告や納税相談、滞納処分及び不

納欠損処理に取り組みます。

地籍調査により正確な地目や面積を把握し、土地の権利の明確化、境界紛争の防止、災害

発生時における復旧の迅速化、各種公共事業の効率化及び円滑化を図ります。また、所有者

不明土地の増加を抑制していきます。

ふるさと納税制度の取組を積極的に実施し、自主財源の確保に取り組みます。

＜目標値＞

方針６ 市職員の確保と育成

目標 市職員が資質向上や能力開発の機会を十分に得られる状態

方針７ 市税収納率の向上

目標 収納率が向上した状態

方針８ 地籍調査事業の推進

目標 地籍調査進捗率が向上した状態

方針９ ふるさと納税等の推進による自主財源の確保

目標 ふるさと納税制度による自主財源額が増加した状態

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

方針６

市民の市職員対応満

足度（まちづくり市民

アンケート）

65％ 71％ 71％ 71％ 71％

方針７

市税収納率
96.8％ 97.4％ 97.7％ 98.0％ 98.3％

方針８

地籍調査進捗率
79.1％ 80.0％ 81.0％ 82.0％ 82.5％
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＜主な実施計画事業＞

指標名
６年度
（現状値）

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

（累計）

方針９

ふるさと納税制度に

よる寄附額

1,349,244

千円

2,100,000

千円

2,200,000

千円

2,300,000

千円

2,400,000

千円

事業名 概 要

方針１ 総合計画運営事業

トータル・システム（予算、行政評価、人事評価と

いった総合計画を運用するための様々なシステム

が同じベクトルの状態）により、第３次小林市総合

計画を推進する。

方針３ 広域連携推進事業

西諸地域（にしもろ定住自立圏を含む。）、霧島ジオ

パークなど、他の自治体との広域的な連携に積極的

に取り組み、課題解決を図る。

方針３ 姉妹都市交流事業

姉妹都市である能登町と連携して、各種交流事業を

実施することにより、両市町の地域活性化及び福祉

の向上を図る。

方針５
情報公開・個人情報保護

推進事業
情報公開条例の適正かつ円滑な運用を図る。

方針６ 人事管理事業

市民ニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供

するため、職員の資質向上、健康増進を図る事業（定

員・給与管理、職員研修、職員健康管理、福利厚生）

に取り組む

方針７ 市税徴収業務事業

納期内納付を推進し、早期催告や納税相談、滞納処

分、不納欠損処理に取り組み、市税収納率の向上を

図る。

方針８ 地籍調査事業

土地所有者等による現地での立会いのほか、効率的

な調査手法である図面等による立会いについて積

極的に取り組むことにより、土地所有者等の負担軽

減及び迅速かつ円滑な地籍調査を実施する。
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＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針９ ふるさと納税推進事業

地域資源の見える化・魅せる化の取組強化をはじめ

マーケティング手法も意識した戦略的プロモーシ

ョンの展開により、寄附獲得の増加に取り組む。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市教育大綱

教育、学術及び

文化の振興に関

する総合的な施

策の大綱

地方教育行政の組

織及び運営に関す

る法律

令和８年度～

令和 11年度

（４年間）

一体化

小林市過疎地域

持続的発展計画

過疎地域の持続

的発展に関する

施策を総合的か

つ計画的に推進

するための計画

過疎地域の持続的

発展の支援に関す

る特別措置法

令和８年度～

令和 12年度

（５年間）

連携

第３次にしもろ

定住自立圏共生

ビジョン

にしもろ定住自

立圏の将来像、

定住自立圏形成

協定に基づき推

進する具体的取

組を定める計画

定住自立圏推進要

綱（総務省）

令和５年度～

令和９年度

（５年間）

連携

小林市行財政改

革推進プラン

2026（仮称）

持続可能な行財

政経営の確立に

向け、行財政改

革に取り組むと

ともに、将来の

人口規模や財政

規模に見合う簡

素で効率的な組

織体制を構築す

るための計画

なし

令和８年度～

令和 11年度

（４年間）

連携
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計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市人材育成

基本方針

職員の育成につ

いて、基本的な

考え方や方向性

等を示し、計画

的、総合的に人

材育成を推進し

ていくための計

画

人材育成・確保基

本方針策定指針

（総務省）

計画期間の定めな

し
連携

小林市障がい者

活躍推進計画

障がい者である

職員について、

その職業生活に

おける活躍の推

進に関する取組

を定める計画

障害者の雇用の促

進等に関する法律

令和８年度～

令和 12年度

（５年間）

連携
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■現状と課題

地域社会のデジタル化については、生成ＡＩの普及など、新たなデジタル技術が日々進展

していることを踏まえ、本市の地域課題に応じたデジタル技術の活用を図る取組を推進す

る必要があります。

庁内のデジタル化については、今後も人口減少が見込まれる中で、持続可能な形で行政サ

ービスを提供していくためには、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務の効率化を図る

必要があります。

情報セキュリティ対策については、情報資産の機密性等を維持するため、行政情報セキュ

リティポリシーに基づき、情報セキュリティを確保するための取組が必要です。

■方針

地域課題の解決を図るため、デジタル技術やＡＩ等の活用による地域社会のデジタル化

を推進します。

庁内の各業務について、デジタル技術やＡＩ等の活用により、住民の利便性の向上及び業

務効率化を図ります。

職員の情報セキュリティ意識の向上を図るともに、情報セキュリティポリシーに基づく

運用を徹底することにより、情報システムの安全性と信頼性を確保します。

５－(２) デジタル化を推進します

方針１ 地域社会デジタル化の推進

目標 デジタル化による地域課題の解決に向けた取組が行われた状態

方針２ 庁内デジタル化の推進

目標 住民の利便性向上・行政事務の効率化が図られた状態

方針３ 情報セキュリティ対策の推進

目標 情報セキュリティ対策が推進された状態
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＜主な実施計画事業＞

＜関連する個別計画＞

事業名 概 要

方針１
地域イントラネット管

理事業
地域イントラネットの保守管理を行う。

方針２

方針３
電子計算処理管理事業

基幹系システム等の各種システムの安定運用を図

る。

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

第２次小林市Ｄ

Ｘ推進計画（仮

称）

デジタル技術の

活用により、住

民の利便性の向

上・行政サービ

スの効率化を図

るための計画

なし

令和８年度～

令和 11年度

（４年間）

連携
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■現状と課題

公共施設等の老朽化については、老朽化が進み、更新や改修時期を迎える施設が増えてい

ます。人口減少が進む中で、長期的な視点を持って適正な公共施設の配置や更新、統廃合、

長寿命化等を計画的に行うとともに利用者の安全を確保するため、公共施設等の計画的な

更新や修繕が必要です。

公共施設等の更新については、耐用年数の時期が同時期に集中していることから、財政負

担の軽減及び平準化を進める必要があります。

■方針

公共施設等の在り方や施設総量の見直しにより、施設の集約化や複合化を推進します。

市民が安心・安全に利用できるよう、老朽化した施設の維持管理に努めます。

公共施設等の更新が同時期に集中しないよう計画的な整備を推進します。

＜主な実施計画事業＞

５－(３) 公共施設等のマネジメントを推進します

方針１ 公共施設等の適正化の推進

目標 人口減少時代に対応した適正な公共施設等の配置及び有効利用されている状

態

方針２ 安心・安全に利用できる公共施設等の推進

目標 市民が安心・安全に公共施設等を利用できている状態

方針３ 公共施設等マネジメントによる負担の軽減、平準化の推進

目標 財政負担が軽減、平準化された状態

事業名 概 要

方針１
公共施設等総合管理計

画推進事業

老朽化する公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を

計画的に行うため、情報整理・マネジメントを行う。

方針２ 庁舎等維持補修事業
利用者の安全性を確保するため、適切な維持管理補

修を行う。
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＜関連する個別計画＞

計画名 概 要 根拠法令 計画期間 区 分

小林市公共施設

等総合管理計画

本市が持つ公共

施設の現状を踏

まえ、今後公共

施設の更新に当

たり過大な財政

負担が予想され

るため、財政負

担の平準化を図

るとともに公共

施設等の適切な

配置を実現する

ために定める計

画

なし

令和８年度～

令和 17年度

（10 年間）

連携

小林市公共施設

個別施設計画

小林市総合管理

計画のうち学校

施設、幼稚園、公

営住宅、供給処

理施設以外の公

共施設のうち

200 ㎡以上の主

要な施設につい

て今後維持管理

の方針を示した

計画

なし

令和３年度～

令和 12年度

（10 年間）

連携

小林市営住宅長

寿命化計画

市営住宅の維持

管理等につい

て、住棟毎に建

替・改善・修繕等

の手法を定め、

効率的に長期活

用するための計

画

なし

平成 30年度～

令和９年度

（10 年間）

連携
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